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報告書の利用についての注意・免責事項 

 
本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地法律事務所に委託し作成したものであり、調査後の

法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によ

るものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。

また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法

的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる

場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。 

 

ジェトロ及び調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付

随的、或いは懲罰的な損害及び利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、或いはその

他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロ又は調査

委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。 
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はじめに 

 

経済のグローバル化に伴い、現在、多くの日本企業が、国内で生産した自社製品を海外に輸出したり、

現地の生産拠点で生産した製品を、直接海外市場に供給している。とりわけ、中国については、市場規

模が大きいうえに、持続的な人口増加と高い経済成長率を記録していることもあり、日本との距離的な

近さも相俟って日本企業に魅力的な市場となっている。 

以前より、中国においては、比較的高価で高品質な日本企業の正規品に対して、価格の安い模倣品が

数多く流通していることが問題となっていたが、ここ数年、インターネットの発達など技術の革新によ

り、模倣業者の手口もさらに巧妙化・複雑化し、さらに模倣品の対象となる商品の種類も拡大する傾向

にある。模倣品は、著名なブランドを保有する一部の企業にとっての問題ではなく、中国に進出する多

くの企業が関わらざるを得ない一般的な問題になりつつある。さらに、悪意のある一部の企業から日本

企業のブランド、社名などについて先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告」を

受けたり、「訴訟」を起こされたりするなど、日本企業の中国進出によりトラブルに巻き込まれるケース

も出てきており、単純な模倣品のカテゴリに収まらない問題も生じている。 

そのような状況の変化に対応するため、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）では、経済産業省

特許庁の模倣品対策事業の一環として、8 年ぶりに「模倣品対策マニュアル」の大改訂を行うこととし

た。本マニュアルについては、できる限り最新の状況に合わせたものとするため、2021 年 6 月に施行と

なる「専利法」や「著作権法」の改正法にも対応する形で作成をしている。 

模倣品対策は「いたちごっこ」でキリがないとも言われ、費用対効果の面から疑問視されることも多

いが、放置しておけば被害は拡大するばかりで、取り返しのつかないことになる場合もある。また、ブ

ランド保護・企業イメージ保護の観点からも、早期かつ積極的な模倣品対策への取り組みが必要である。

本書が、そのような取り組みを進めていく日本企業の役に立てれば幸いである。 

 

2021 年 3 月 

日本貿易振興機構 北京事務所 

知的財産権部 



4 

模倣対策マニュアル 

目次 

第 1 章 模倣品の現状と対策概要 ..................................................... 12 

第 1 節 模倣品対策の基礎知識 ....................................................... 12 

第 2 節 中国における模倣品の現状 ................................................... 15 

1. 専利権侵害の模倣品の現状 ................................................... 16 

2. 商標権侵害の模倣品の現状 ................................................... 19 

3. 著作権侵害の現状 ........................................................... 20 

4. その他の知的財産権侵害の現状 ............................................... 22 

第 3 節 模倣対策の総体概要と基本ステップ ........................................... 23 

1. 模倣品防止の対応策 ......................................................... 23 

2. 模倣品の発見 ............................................................... 34 

第 2 章 中国での権利取得 ........................................................... 52 

第 1 節 専利権の取得 ............................................................... 52 

1.保護対象 .................................................................... 52 

2.登録要件 .................................................................... 53 

3.登録までの詳細な手続き ...................................................... 54 

4.存続期間と権利の維持 ........................................................ 59 

5.拒絶対応 .................................................................... 60 

6.無効審判請求制度 ............................................................ 61 

7.関連行政訴訟手続 ............................................................ 63 

8.専利権評価報告（実用新案と意匠） ............................................ 67 

9.権利出願戦略 ................................................................ 69 

第 2 節 商標権の取得 ............................................................... 70 

1.保護対象 .................................................................... 70 

2.登録要件 .................................................................... 70 

3.商標出願から登録までのフローチャート ........................................ 72 

4.存続期間と権利の維持 ........................................................ 73 

5.補正通知書への対応 .......................................................... 73 



5 

6.拒絶への対応 ................................................................ 73 

7.異議申立 .................................................................... 76 

8.無効審判、不使用取消請求及び不服審判請求 .................................... 81 

9.関連行政訴訟手続き .......................................................... 84 

10.商標出願戦略 ............................................................... 84 

11.冒認商標出願への対応 ....................................................... 86 

12.馳名商標と地方著名商標の認定 ............................................... 88 

第 3 節 著作権の取得 ............................................................... 90 

1. 保護対象 ................................................................... 90 

2. 成立要件 ................................................................... 91 

3.著作者の権利 ................................................................ 91 

4.著作権の保護期間 ............................................................ 96 

5.著作物自由登録制度 .......................................................... 97 

6.コンピュータソフトウエア著作権登録制度 ...................................... 98 

第 4 節 その他権利の取得 .......................................................... 100 

1.専利権以外の技術類権利の取得 ............................................... 100 

2.商標権以外の商業標章の権利取得 ............................................. 103 

3.命名の適否など  .......................................................... 103 

第 3 章 模倣品対策の行政救済 ...................................................... 107 

第 1 節 行政救済概要 .............................................................. 107 

1.行政救済の方法 ............................................................. 107 

2.模倣品の類型と対応する行政機関 ............................................. 107 

第 2 節 模倣品対策の一般行政取締 .................................................. 110 

1.市場監督管理局による取締り ................................................. 110 

2.版権局による取締 ........................................................... 115 

3.税関による水際措置 ......................................................... 117 

4.展示会での取締 ............................................................. 125 

第 3 節 行政取締実務における諸問題と対応手段 ...................................... 127 

1.取締り書類に対する要求のばらつきへの対応 ................................... 127 



6 

2.現場実証と口頭審理 ......................................................... 128 

3.各地方における法解釈の違いと侵害認定基準の不一致 ........................... 129 

4.地方保護主義への対応 ....................................................... 130 

5.廃棄処分における不透明性 ................................................... 131 

6、公安機関との連携 .......................................................... 131 

7.行政決定の内容と執行 ....................................................... 133 

8.行政摘発決定に対する救済手段 ............................................... 138 

9.再犯の問題と対応 ........................................................... 141 

10.損害賠償の請求について .................................................... 142 

11.民事訴訟との関係 .......................................................... 142 

第 4 章 模倣品対策の司法救済―民事訴訟 ............................................ 144 

第 1 節 概要 ...................................................................... 144 

1.関連法律 ................................................................... 144 

3.訴訟時効 ................................................................... 147 

4.管轄 ....................................................................... 149 

5.訴訟手続き ................................................................. 150 

6.当事者適格 ................................................................. 161 

7.証拠の収集、保全と立証 ..................................................... 162 

8.訴訟に係る費用 ............................................................. 167 

9.損害賠償の計算 ............................................................. 169 

10.財産保全と行為保全 ........................................................ 172 

11.和解 ...................................................................... 174 

12.判決の執行 ................................................................ 175 

第 2 節 侵害判定 .................................................................. 176 

1.専利権侵害訴訟 ............................................................. 176 

2.商標侵害訴訟 ............................................................... 180 

3.著作権侵害訴訟 ............................................................. 183 

4.不正競争訴訟 ............................................................... 185 

第 3 節 留意点と実例 .............................................................. 187 



7 

1.日本企業の留意点 ........................................................... 187 

2.関連民事訴訟実例 ........................................................... 188 

第 5 章 模倣品の刑事対応 .......................................................... 195 

第 1 節 概要 ...................................................................... 195 

1.関連法律 ................................................................... 195 

2.知的財産権刑事訴訟の現状 ................................................... 196 

3.刑事案件の訴追基準 ......................................................... 197 

4.刑事罰の種類及び内容 ....................................................... 210 

5.主管機関 ................................................................... 212 

第 2 節 刑事対応として取り得る方法 ................................................ 213 

1.公安機関への告発 ........................................................... 213 

2.行政機関の移送 ............................................................. 214 

3.刑事自訴 ................................................................... 214 

第 3 節 留意点と実例 .............................................................. 219 

1.日本企業の留意点 ........................................................... 219 

2.関連刑事訴訟実例 ........................................................... 219 

第 6 章 営業秘密の保護 ............................................................ 222 

第 1 節 営業秘密の概要 ............................................................ 222 

1.営業秘密の概念 ............................................................. 222 

2.営業秘密構成要件 ........................................................... 222 

3. 営業秘密保護と競業禁止との関係 ............................................ 225 

第 2 節 営業秘密の漏洩防止 ........................................................ 226 

1. 営業秘密保護の現状 ........................................................ 226 

2. 営業秘密の漏洩ルート ...................................................... 228 

3. 漏洩防止手段 .............................................................. 228 

第 3 節 営業秘密漏洩に対する救済 .................................................. 230 

1. 行政摘発 .................................................................. 231 

2. 刑事 ...................................................................... 231 

3. 民事 ...................................................................... 232 



8 

第 4 節 先使用権に基づく営業秘密の対応 ............................................ 233 

1. 先使用権制度の概要 ........................................................ 234 

2.先使用権の構成要件 ......................................................... 234 

3.先使用権保護による対応方法及び留意点 ....................................... 238 

第 7 章 EC プラットフォームにおける模倣品対応 ....................................... 244 

第 1 節 概要 ...................................................................... 244 

1. インターネット環境における模倣品の発生状況 ................................ 244 

2. 電子商取引法などの立法状況 ................................................ 245 

第 2 節 インターネット環境における模倣品への対応策 ................................ 247 

1.オンラインでの対応の概要 ................................................... 247 

2.オフライン対応方法概要 ..................................................... 248 

3.オンラインとオフラインの比較 ............................................... 251 

第 3 節 オンラインクレーム手続の紹介 .............................................. 252 

1.アリババ ................................................................... 253 

2.京東（JD.com） ............................................................. 267 

3.テンセント・微信 ........................................................... 275 

4.拼多多（PDD） .............................................................. 281 

5.その他 ..................................................................... 288 

第 4 節 実務における諸問題と注意点 ................................................ 288 

1.証拠の確保 ................................................................. 288 

2.反論への対応 ............................................................... 288 

3.非侵害際の救済ルート ....................................................... 289 

4.リスクの回避 ............................................................... 290 

5.越境 EC .................................................................... 291 

6.その他 ..................................................................... 294 

第 8 章 その他の主要トピック ...................................................... 295 

第 1 節 ドメインネームの問題 ...................................................... 295 

1. ドメインネームの登録手続き ................................................ 295 

2. ドメインネームに関する紛争 ................................................ 297 



9 

3. 救済手段 .................................................................. 297 

第 2 節 商号の問題 ................................................................ 302 

1. 商号の登記手続き .......................................................... 302 

2. 商号に関する紛争 .......................................................... 303 

3. 救済手段 .................................................................. 304 

4. 香港商号について .......................................................... 308 

第 3 節並行輸入 ................................................................... 311 

1.並行輸入に関する概要と処理現状 ............................................. 311 

2.専利製品の並行輸入 ......................................................... 311 

3.商標権に関する並行輸入 ..................................................... 312 

4.著作物の並行輸入 ........................................................... 317 

第 4 節 権利行使された場合の対抗手段 .............................................. 318 

1.非侵害確認訴訟 ............................................................. 318 

2.権利濫用への訴訟 ........................................................... 320 

3.名誉毀損訴訟 ............................................................... 321 

4.実例と留意点 ............................................................... 322 

第 5 節 その他 .................................................................... 325 

1.デザイン模倣による不正競争 ................................................. 325 

2.正規委託工場による横流し品 ................................................. 327 

資料編 ............................................................................ 329 

資料 1 模倣対策費用目安（料金表） ................................................. 329 

資料 2 中国主要知財関連法一覧 .................................................... 349 

資料 3 主要法令集 ................................................................ 361 

資料 4 主要な地域にある関連公的機関一覧表 ........................................ 653 

資料 5 専利権、植物新品種、集積回路、ノウハウ、コンピュータソフトウェアなどにかかる訴訟の第一

審管轄権の有する裁判所のリスト ................................................... 655 

 



10 

本書の紹介 

 

本書は、中国において模倣品対策を進める上で必要になる知識や情報を、以下の８つの章と資料編に

分けて、紹介するものである。 

本書を作成する上では、これから模倣品対策を始める企業の担当者の方にとっても分かりやすく、一

方で長年この分野における経験を有する実務家にとっても読みごたえのある内容とすることを心掛けた。 

模倣品対策における基本的な考え方から、最新の法改正の情報まで、幅広い内容を掲載しているので、

まずは関心のある項目から、そして最終的には全編を通してご覧いただき、中国における模倣品対策へ

の理解を深めていただければ幸いである。 

 

＜第 1 章 模倣品現状と対策概要＞ 

模倣対策の全体像として、中国における模倣事件全般の行政摘発事件と訴訟事件の件数及びその特徴

及び模倣品対策の概要と基本ステップ、各対応策の役割と留意点などについて紹介する。 

 

＜第 2 章 中国での権利取得＞ 

中国で模倣対策を実施するためには、中国での知的財産権を戦略的に取得しておくことが必要である

ことに鑑み、中国での専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権）、商標権、著作権の権利取得と維持

について、詳細に説明する。 

 

＜第 3 章 模倣品対策の行政救済＞ 

中国特有の模倣品に対する行政取締制度について紹介する。主に、市場監督管理局による専利権と商

標権侵害に対する取締り、版権局による著作権侵害に対する取締り、税関による取締りについて、適用

法律、関連手続き、関連実例などを説明する。また、展示会及びインターネット上での取締り、及び実

務における諸問題とそれぞれの対応手段についても説明する。 

 

＜第4章 模倣品対策の司法救済＞ 

模倣品対策における民事訴訟制度について紹介する。関連法律に基づいて民事訴訟の手続き上の問題

点と実体上の問題点、及び侵害判定の原則と抗弁の要件について詳細に紹介する。また、民事訴訟にお

ける留意点についても慣例実例を挙げて紹介する。 
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＜第5章 模倣品の刑事対応＞ 

模倣品対策における刑事訴訟制度について紹介する。関連法律に基づいて、刑事訴訟の手続き上の問

題点と実体上の問題点、特に刑事事件の訴追基準と刑事自訴などについて説明する。また、関連実例を

挙げながら刑事対応における留意点について紹介する。 

 

＜第 6 章 営業秘密の保護＞ 

専利として出願されていないノウハウを含む会社の営業秘密を保護するための方法、営業秘密の保護

現状と漏洩ルート、及び営業秘密の漏洩防止手段と漏洩に対する対策などを紹介する。なお、同時に、

先使用権保護による対応方法について紹介する。 

 

＜第7章 ECプラットフォームにおける模倣品対応＞ 

ECプラットフォームにおける模倣品対応について紹介する。主にインターネット上での模倣品の特

有対応策――ECプラットフォームへのクレームについて紹介した上、中国の主要ECサイトのクレーム手

続を紹介し、実務における諸問題と注意点をも取り上げる。その他、電子商取引法のポイントを紹介し

ながら、出店者の責任や注意点にも言及する。 

 

＜第8章 その他の主要トピック＞ 

その他の、中国においてビジネス活動を展開する企業にとって関心のあるドメインネームの問題、商

号の問題、並行輸入や他人により悪意で権利行使された場合の反撃手段について、紹介する。 

 

＜資料編＞ 

本書の末尾には5つの付属資料を添付している。資料1は模倣対策に関する費用の目安、資料2は中国

主要知財関連法律のリスト、資料3は主要法令集の日本語訳、資料4は中国の主要地域にある知的財産関

連公的機関の一覧表、資料5は専利権、植物新品種、集積回路、ノウハウ、コンピュータソフトウェアな

どにかかる訴訟の第一審管轄権の有する裁判所のリストである。 
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第 1 章 模倣品の現状と対策概要 

第 1 節 模倣品対策の基礎知識 

1. 模倣品の概念 

 「模倣品」について、法律上の定義がないが、一般的に「ニセモノ（コピー商品）」とも呼ばれている。

即ち、すでに市場で流通している商品を意図的にコピーしたり、模倣したりした商品のことを言う。 

 通常、模倣品は、専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権を含む）や商標権などの知的財産権を侵

害する物品である。そして、模倣品の中で、特に著作権を侵害している商品については、「海賊版」と言

われることが多い。なお、本書では、専利権、商標権、著作権などの知的財産権を侵害する製品を総称

して「模倣品」という。 

2. 模倣品対策の重要性 

ここ数年、中国における模倣品対策に関する法律は、徐々に整備が進められ、法律による保護も日増

しに強化されている。各地の行政執行機関及び司法保護機関は、模倣品に対する取締りを強化し、執行

力とその効率も大幅に向上している。 

それにもかかわらず、中国における模倣品の問題は依然として深刻であり、大量の模倣品が実店舗又

はオンラインショップにおいて安価で販売され、迅速･広範に流通している。模倣品の存在は、真正品の

売上にダメージを与え、信用を低下させ、ブランドイメージを損なうので、厳正な対処が必要となる。 

模倣行為の中で、最も悪質なのは、デッドコピー品の製造・販売であり、即ち権利者と同一の会社名、

商標や意匠を利用し、模倣品を製造・販売するということである。実際、デッドコピー品の存在により、

被害を受けた経験のある日本企業は数少なくない。模倣品の存在により、自社製品の売上げが低下した

り、ブランド価値が毀損されたり、粗悪な模倣品によってお客様被害が訴えられるような事例が発生す

ることもある。 

なお、実務においては、他人の著名商標や商号を自己の商標として出願する冒認出願、デザインのみ

をコピーしたり、専利を他の製品の部品として利用したりする侵害事件など、さまざまな新しいタイプ

の模倣事件が、頻繁に発生している。さらに、模倣品の製造手段の巧妙化や流通ルートの隠蔽性の高度

化等の理由により、侵害者の特定が容易ではなくなっており、模倣品への対応はますます困難なものに

なっている。 

模倣品の存在を知りながら、早期かつ適切に対策を講じなかった結果、模倣品が広く市場に出回るよ
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うになると、市場シェアを奪われるだけではなく、企業の信用やブランド価値が失われることにも繋が

る。さらに、模倣品があたかも「真正品」として消費者に誤認されるようになると、最終的には、真正

品であるはずの権利者の製品が、市場から駆逐されるおそれすらもある。 

現実的に考えて、模倣品が自然となくなることに期待するのは得策ではない。そして、模倣品が自然

になくなることがない以上、権利者は、自社の売上やビジネス上の信用、消費者の利益を保護するため

に、自社製品に関連した模倣品の状況を的確に把握し、積極的かつ効果的な措置を講じていく必要があ

る。 

模倣品を取り締まる上では、中国国内での保護を受けるための根拠となる知的財産権を保有している

必要があり、また、どの程度の負担を覚悟して対応策をとるのかなどの費用対効果の面についても考慮

しなければならない。シンプルに模倣品対策といっても、関連する要素は少なくないため、適切な対応

を検討する上では、その分野における経験や専門性だけでなく、周辺の様々な知識や情報が求められる

のである。 

3. 模倣品対策のステップ 

（1） 権利取得 

模倣品に対抗するためには「模倣品が権利者のある知的財産権を侵害している」という事実が必要な

ので、権利者が中国で法律により保護されるべき知的財産権を有していることが大前提となる。したが

って、模倣品に対抗するためには、その予防手段及び対策の依拠として、まず、中国で法律によって保

護される知的財産権を取得する必要がある。 

 

（2） 事前調査及び模倣業者の確認 

模倣品対策を実施するに当たって、事前調査を通じて、模倣品の製造者や販売者などを確認するとと

もに、模倣品対策に必要な情報を収集する必要がある。模倣品対策に必要な情報としては、模倣品の製

造・販売状況、模倣業者に関する情報などが挙げられるが、このような事前調査を経て入手した情報は、

後に証拠として使用できるだけでなく、具体的な対応策を決定する上でも、重要な検討要素となるもの

である。 

なお、インターネット上や展示会等において自社の模倣品を発見した場合には、状況を軽視せず、早

期に対策を検討していくことが重要である。そして、対策を検討する際には、自社のみで判断はせず、

可能な限り知的財産権を専門とする弁護士等に問い合わせをすることが好ましい。 
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（3） 証拠の収集・確保 

どのような対策を採用するにしても、事前に証拠を収集・確保することが必要である。関連証拠を確

保せずに、模倣業者に対し真正面から対抗すると、模倣業者に関連証拠を隠蔽されるおそれがあり、そ

の後の対応策に対して不利な影響を与える可能性がある。収集・確保すべき証拠には、通常、模倣品の

現物、カタログ、写真及び領収書などが挙げられ、証拠としての証明力を高めるために、公証を活用す

ることが考えられる。 

 

（4） 対策の選定 

模倣品対策として、主に、警告書の送付と交渉、厳正声明の発表、行政取締の請求、訴訟などの措置

をとることができる。 

① 警告書の送付と交渉 

権利者は、自分の権利、模倣業者の侵害行為及び模倣業者への要求を記載した警告書を模倣業者に送

付し、又は、模倣業者と直接的に交渉することを通じて、模倣業者に侵害行為の停止を要求することが

できる。もし、警告書の送付及び交渉によって、模倣業者が権利者の要求に応じた場合は、迅速に、低

コストで事件を解決することができる。しかしながら、模倣業者がひそかに関連証拠を隠蔽し、権利者

の要求を無視する場合も多いので、その場合には、速やかに他の対応策を考えなければならない。 

なお、模倣業者は、警告状を証拠として、模倣業者の所在地の管轄裁判所に、非侵害確認訴訟を提起

することができる。しかし、このような非侵害確認訴訟が、模倣業者の所在地の管轄裁判所で受理され

た場合、地方保護主義が働いて模倣業者に有利な判決が出されるおそれがある。したがって、権利者は、

事件の状況と権利者自体の状況を十分に把握し、メリットとデメリットを十分検討したうえで、警告状

送付の要否を決める必要がある。 

② 厳正声明の発表 

権利者は、関連業界の雑誌、新聞などに、「厳正声明」を発表することで、自らの権利を宣言すると

ともに、模倣品が出回っていることや模倣品の鑑別方法などを掲載することで、消費者への注意喚起を

促すことができる。ただし、掲載した内容が事実と合致していない場合、模倣業者に不正競争を理由と

して提訴されるおそれもあるため、事実に基づき、模倣品の状況を誇張することがないように注意する

必要がある。なお、当該措置については、一部の消費者の誤認を取り除く程度の効果しか期待できない

ため、他の措置と一緒に講じることが好ましい。 
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③ 行政取締の申請 

行政取締は、中国特有の制度であり、当該制度に基づき、専門の行政機関に模倣業者に対する取締り

を請求することが認められている。行政機関が模倣行為を認定した場合、模倣品を差押え、模倣業者に

対して処罰を下すこともできる。民事訴訟と比較した場合、行政取締は、それほど時間と費用をかけず

に、模倣行為に打撃を与えることができる。ただし、地方保護主義の影響をより強く受ける恐れがある

ほか、侵害の態様が複雑な場合、行政機関の能力次第では、事件が処理されない可能性もある。 

④ 民事訴訟 

民事訴訟は、知的財産権を保護するための手段として最も強力なものであり、訴えが認められた場合

には、模倣業者に対して最も強い打撃を与えることができるものである。ただし、他の対策と比べた場

合、時間と費用がかかるという特徴がある。なお、訴訟を提起する場合、証拠に対する証明力の要求が

高いため、事前の証拠収集と確保が必要不可欠となる。 

⑤ 刑事告発 

同一商標の侵害、専利詐称、営業秘密侵害などのうち、情状が深刻で悪質な知的財産権侵害事件につ

いては、刑事事件となる可能性もある。権利者は、公安へ告発することで、関係侵害事件を公安機関に

調査してもらうことが可能である。調査の結果、刑事事件となれば、人民検察院は公訴機関として裁判

所へ訴訟を起こすことにより、侵害者の刑事責任を追及できる。悪質な模倣行為を行う侵害者にとっ

て、刑事罰は強大なプレッシャーとなり得るものであるといえる。 

 

第 2 節 中国における模倣品の現状 

日本特許庁が、2019 年度において、日本の産業財産権を保有する企業を対象に実施した「2019 年度

模倣被害実態調査報告書」1によれば、調査対象企業のうち、約 7％の企業が、実際に模倣品被害を受け

た、と回答している。日本特許庁がこれらの企業における模倣品被害の状況を詳細に調査したところ、

模倣品の製造国及び販売国として中国大陸・香港と回答した企業が圧倒的に多いのが現状である。 

模倣品による被害額について、正確な数値の把握は困難だが、複数の機関が被害額の推定値を発表し

ている。中国の政府機関である国務院発展研究中心は、2003 年に中国の模倣被害額は 2.4～3 兆円に上

ると発表している。また、日本特許庁の 2005 年の推計によれば、日系企業が受けている模倣被害額は

9.3 兆円に達している2。日本特許庁が 2004 年発表した「模倣品被害の経済的影響に関する分析調査報

 
1 https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/mohou_higai/index.html 
2 http://sokeizai.or.jp/japanese/publish/200706/200908hattori.pdf 
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告書」によれば、中国における日本企業の模倣品等被害額は利益ベースで 5,627 億円、売上ベースでは

約 9.3 兆円と推計された3。経済協力開発機構（OECD）の試算では、「国内に流通する被害とインターネ

ット上の被害を除く模倣品・海賊版の貿易被害額が、2013 年には、年約 4,600 億ドル（約 46 兆円）に

上る」とされている4。 

また、日本においても各種の報告書等で伝えられているとおり、近年、中国における知的財産関連訴

訟の件数が大きく増加している。2017 年全国の裁判所が受理した各種類の知的財産権一審案件は 20 万

件を突破し、2018 年は 33 万件に達し、2019 年は 48 万件を超えている。 

司法ルートのほかに、中国国家知識産権局傘下の各地方知識産権局による行政取締りの形で差止めを

請求することが可能な「行政ルート」の件数についても 2016 年から増加の一途であるが、2019 年初め

て減少の傾向を示し、摘発された商標違法事件は 3.2 万件で、2018 年摘発された商標違法事件 3.1 万件

よりやや多いが、専利行政法執行事件 5.2 万件は 2018 年の 7.7 万件より大幅に減少している。 

同時に、中国政府が知的財産権侵害と詐称・偽物商品の製造・販売の取締りに関する行政法執行と刑

事法執行の連携を絶えず強化・改善するにつれて、刑事手段が侵害、詐称の違法犯罪行為に対する取締

りの強化に大きな役割を果たすようになってきている。2019 年に全国公安機関は、各種知的財産権侵害

と粗悪商品を製造販売する犯罪事件 2.4 万件を立件し5、地方各級人民法院が新たに知的財産権侵害刑事

一審の案件 5,242 件を受理し、前年同期比 21.37%上昇した6。知的財産権の種類ごとの具体的な状況に

ついて、以下に紹介する。 

 

1. 専利権侵害の模倣品の現状 

国家知識産権局が発表した 2020 年のデータによれば7、2020 年、国家及び地方の知識産権局が取り扱

った専利権侵害紛争の行政裁決の総数は 4.2 万件以上となり、2019 年の 3.9 万件と比べて約 7.7%増加

した。また、2019 年の専利権侵害摘発事件数は 7,000 件である。8 

 
3 https://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/report/pdf/h15_higai.pdf 
4 https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180629002/20180629002-2.pdf 
5 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664732416798420436&wfr=spider&for=pc 
6 http://www.xinhuanet.com/legal/2020-04/21/c_1125887239.htm 
7 https://mp.weixin.qq.com/s/I3QzFN74HgL7T26SLFfg6w 
8 http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/zscqj/document/1672822/1672822.htm 

https://www.sohu.com/a/390386405_162522 
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専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権を含む）紛争に係る 

行政法執行事件の統計9 

（国家知識産権局の毎年発表した主要作業統計データを基に作成） 

 

中国における知的財産権侵害訴訟の件数は、年々増加の一途をたどっているが、この傾向は専利権紛

争係る訴訟事件についても同様であり、最高人民法院の統計データによれば、2019 年度に全国地方裁判

所が新たに受理した専利権侵害事件数は約 24,000 件に達し、前年度比で 2.64%増加した。専利権紛争事

件の内訳をみた場合、専利権紛争民事訴訟事件が大半を占めており、専利権行政訴訟事件数と専利詐称

訴訟事件数は多くなく、件数の変化も大きくない。10 

  

 
9 事件の内訳には、特許侵害紛争の行政裁決案件特許紛争事件と特許詐称事件その他を含むが、2018年に国務院機構改革が行われ、国家知識

産権局の機能は一部国家市場監督管理局に移行され、2019 年以降国家知識産権局は専利権侵害紛争行政裁決事件数のみを発表しているた

め、2019 年及び 2020 年のデータには特許侵害紛争の行政裁決案件に関するデータのみが含まれる。 
10 https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/5049570.shtml 
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専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権を含む）紛争に係る訴訟事件数の統計 

（全国地方人民法院が受理した一審事件数）11 

（最高人民法院の毎年発表した「中国裁判所知的財産権司法保護状況」のデータを基に作成） 

 

 

 

            

① 経済が発達し、知的財産権を活用する地域、例えば、広東、浙江、上海などで、専利権の侵害事件が

多発している。 

② 専利権侵害事件の中では、意匠権侵害事件が最も多く、特に包装類製品、オフィス用品、家具、通

信設備、建築材料についての模倣品被害が多く見られる。原因としては、技術的実用性が低く、模

倣し易いこと、登録意匠を模倣して製品を生産するために要する事前投資が少なく、経済的利益が

高いこと等が挙げられる。なお、近年では、発明特許侵害事件も徐々に増えてきている。 

③ 賠償金額が大幅に増加している。 

④ 渉外特許侵害、特許行政事件が明らかに増加している。 

 
11 刑事事件数は審結した件数。 
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2. 商標権侵害の模倣品の現状 

2019 年、行政摘発で処理した商標権侵害事件は 32,000 件であり、2018 年と比べて 3.3%増加した。

また、2019 年、商標権侵害に係る訴訟事件は 65,209 件に達し、2018 年と比べて 25.41%増加した。一

方で、商標権侵害に関連した行政訴訟事件数と刑事訴訟事件数の増加率は小さい。 

 

商標紛争に係る行政摘発事件の統計 

（国家知識産権局の毎年発表した主要作業統計データを基に作成） 

 

商標紛争に係る訴訟事件の統計（全国地方人民法院が受理した一審事件数） 

（最高人民法院の毎年発表した「中国裁判所知的財産権司法保護状況」のデータを基に作成） 
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① 規模が益々拡大している。 

② 侵害対象となる商品の範囲が以前よりも広くなり、品質が高くなり、構成も複雑になっている。 

③ 手段が隠蔽的で、製造技術が先進的で、販売方式が多様化しており、大規模に電子商取引を活

用している。 

④ 外国ブランドが訴訟に巻き込まれる事象が多くみられ、渉外に係る商標詐称の訴訟がますます

増加している。 

⑤ 法定賠償額の向上及び懲罰的損害賠償の導入により、高額な賠償額を認める判決も徐々に見ら

れるようになってきている。 

⑥ 電子商取引環境下の商標権侵害が深刻になり、ECプラットフォーマーの協力の重要性が増し

てきている。 

3. 著作権侵害の現状 

 著作権の侵害事件もかなりの割合を占めるが、ここ数年、従来の紙媒体による海賊版、録音録画テー

プによる海賊版などから、インターネット環境による侵害事件に発展してきている。科学技術の発展、

コンピュータの普及及びマスメディア方式の多様化とともに、著作権侵害は、従来の侵害内容から、新

しい特徴も現れている。 

現在、中国知的財産権訴訟事件の中では、著作権関連の紛争が最も多く、全体の 70%以上を占めてい

る。2019 年度に全国地方裁判所が新たに受理した知的財産権一審民事事件 399,031 件中、著作権侵害事

件は 293,066 件にのぼる。行政訴訟事件数と刑事訴訟件数については、大きな変化はない。なお、著作

権侵害に関する訴訟においては、インターネット関連の紛争が 70％を占めており、この種の事件は、急

激に増え続けている。 

 

  

商標権侵害事件の特徴 
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中国著作権紛争に係る訴訟事件の統計 

（全国地方人民法院が受理した一審事件数） 

（最高人民法院の毎年発表した「中国裁判所知的財産権司法保護状況」のデータを基に作成） 

 

 

 

 

① 侵害事件の形態が、複雑化・多様化してきている。 

② 経済的に発達した地域における侵害が増加している。 

③ インターネット上の海賊版などによる侵害が急増している。 

④ 著作権侵害主体の範囲が幅広くなり、多くのネットユーザーがインターネットを利用して権利

侵害行為を行っている。 

⑤ 新たな著作権侵害の類型として、視聴覚作品やゲームに関連した侵害事件が多くなっている。 

⑥ 著作権法の改正によって、法定賠償額が引き上げられ、また、懲罰的損害賠償が導入されたこ

とにより、今後、高額な賠償額を認める判決が出される可能性がある。 

⑦ 技術の発達により、タイムスタンプやブロックチェーンによる証拠確保が広く活用される可能

性がある。 

著作権侵害事件の特徴 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2015 2016 2017 2018 2019

著作権刑事訴訟事件 504 195 169 156 210

著作権行政訴訟事件 10 37 17 17 16

著作権民事訴訟事件 66,690 86,989 137,267 195,408 293,066

著作権関連訴訟事件数

著作権民事訴訟事件 著作権行政訴訟事件 著作権刑事訴訟事件
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4. その他の知的財産権侵害の現状 

前述の専利、商標、著作権侵害以外の分野では、近年虚偽宣伝、名誉毀損及び及び営業秘密侵害など

の分野における不正競争事件も増えている。その他では、知財に関連した独占事件、例えば、標準技術

特許（SEP）に関する侵害事件、実施料事件、権利濫用事件などの複雑かつ賠償額が高額となる事件も

出てきている。下記の図に示すように、専利侵害等以外の種類の知的財産権侵害事件についても、増加

傾向がみられる。直近の 5 年間において、全国地方人民法院が受理した技術契約事件や不正競争事件は

いずれも倍増しており、その他の知的財産権紛争事件の件数は、2019 年に最高値を更新した。 

 

その他の知的財産権紛争に係る訴訟事件の統計 

（全国地方人民法院が受理した一審民事事件数） 

（最高人民法院の毎年発表した「中国裁判所知的財産権司法保護状況」のデータを基に作成）12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
12 不正競争事件には、独占禁止法関連の事件を含む。 

2015 2016 2017 2018 2019

技術契約事件 1,480 2,401 2,098 2,680 3,135

不正競争事件 2,181 2,286 2,543 4,146 4,128

その他 3,093 5,315 5,175 7,483 11,221

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

その他の知財侵害訴訟事件数

技術契約事件 不正競争事件 その他
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第 3 節 模倣対策の総体概要と基本ステップ 

1. 模倣品防止の対応策 

（1） 権利取得及び管理 

 模倣業者に対して権利を行使するには、関連模倣品に対応する権利を保有することが前提となる。権

利を保有してこそ、模倣業者に対して侵害の主張ができ、侵害責任を追及することができる。例えば、

商標の模倣事件に対して、商標権を持っていれば、権利行使ができるが、もし、商標を登録していない

場合は権利行使ができない（未登録の馳名商標を除く）。そのため、関連する権利の取得及びその維持管

理は大変重要である。権利取得と維持管理については、第 2 章で詳しく説明する。 

 

（2） 他社の出願・権利に対する調査 

 

 

 

① 他者の知財状況を把握し、他者の権利を侵害することを防止する。 

② 他者の冒認出願をタイムリーに見つけ、適時対応をとる。 

③ 既存の技術・商標に関する情報を把握し、自社の知的財産権取得に係る可能性を判断する際の

材料とする。 

 

 

 

専利 

インターネットに

よる調査 

 国家知識産権局の専利公開・公告検索サイトを利用して、公開・公告された

専利明細書及び書誌的事項が閲覧可能。 

http://epub.cnipa.gov.cn/ 

国家知識産権局を

介する調査 

 既に公開・公告された案件の包袋（関係書類）を取り寄せる。 

 専利登録簿謄本を取り寄せる。 

調査の必要性 

調査の方法 
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知識産権出版社が

発行する書類を購

入して調査 

知識産権出版社は中国専利文献の唯一の法定出版単位である。主に以下の知財資

料を発行する。 

 刊行物―「中国専利公報（国家知識産権局が毎週定期発行する「受理、審査、

授権公告」に関する唯一の法定刊行物）」 

 DVD－「中国専利説明書全文」、「中国専利公報」、「外観設計」、「専利説明書

分類」、「中国専利データベース要約」等 

PCT 国際公開に 

対する調査 

PCT 出願の場合、国際公開された後、下記 PCT の国際事務局の検索サイトで出

願の内容が閲覧可能。 

http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

商標 

簡易調査 

国家知識産権局商標局の公式検索サイトを利用して類似商標の初歩的調査及び

商標出願状況を把握することができる。 

http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do 

※以前は、旧国家工商行政管理総局の類似商標サービス提供機構である「通达商标服务中心（通達

商標サービスセンター）」を通じて、簡易調査をすることができたが、現在当該サービスは廃止

されている。 

著作権 

中国版権保護中心

の公式サイトでの

調査 

 コンピュータソフトウェア著作権については、以下のウェブサイトを利用。 

http://www.chinacopyright.org.cn/findsoft.aspx 

 作品著作権は下記ウェブサイトを利用。 

http://www.chinacopyright.org.cn/findcreation.aspx 

※上記サイトを利用する場合、書誌事項は閲覧できるが、作品の内容については閲覧できない。裁

判所による文書を持っていなければ、他人の作品を取り寄せることができない。 
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A. 専利情報の検索 

国家知識産権局－専利公開・公告検索サイト（http://epub.cnipa.gov.cn/） 

①国家知識産権局の「専利公開・公告サイト」において、あいまい検索をすることができる。希望の検

索対象（特許出願、登録特許、実用新案、意匠）にチェックを入れることで、対象を限定することが

できる。例えば、出願人会社名、名称のキーワードや日付などを入力して、 ボタンをクリック

すると、検索結果がヒットされ、専利明細書及び書誌的事項の閲覧ができ、公開公報や登録公報をダ

ウンロードすることもできる。 

②「高級検索」をクリックして、具体的な検索要素に基づいて検索することもできる。 

 

検索方法の紹介 
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③「高級検索」の項目と内容は、以下のとおり。 

 

 

 

・专利类型：特許出願、登録特許、実用新案、意匠の類別を選択できる。 

・排序方式：公開公告日と出願日によって照会結果の配列順番を選択できる。 

・公布公告：公開公告番号、公開公告日の期間と特許文献出版日の期間で検索できる。 

・申请信息：出願番号、出願日の期間、出願（権利）人、発明者と住所で検索できる。 

・分类  ：分類番号で検索できる。 

・文本  ：名称と要約で検索できる。 

・专利代理：代理機構の名称と弁理士の氏名で検索できる。 

・优先权、分案、生物保藏：優先権、親出願番号と微生物寄託で検索できる。 

・PCT   ：国内移行日、PCT出願情報と PCT公開情報で検索できる。 
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B. 商標情報の検索 

国家知識産権局商標局－中国商標網（http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do） 

【類似商標調査】 

 
 

① 「中国商標網」の機能について 

中国商標網は、主に以下の 6 つの機能から構成されている。 

アイコン 説明 

 

図形、文字などの商標構成要素に基づく類似検索機能を提供する。ユーザー

は、同一又は類似商品における、同一又は類似の商標の有無を検索すること

ができる。 

 

ユーザーは、商標番号、商標、出願人名称などの方式で、特定の商標に関連

する情報を検索することができる。 

 

ユーザーは、商標の出願・登録番号を基に、当該商標の審査処理状況等の状

態を確認することができる。 

 

商標公告の検索を提供する。 

 

ユーザーは、掲載情報に誤りがあることを発見した場合、本機能を通じて商

標局に通報することができる。 
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② 「商標類似検索」（「商标近似查询」）について 

ステップ 1：「商標類似検索」を行う場合には、「商标近似查询」の文字又はアイコンをクリックする。 

 

ステップ 2：検索条件を入力する。赤い星印のある欄は、記載必須項目となる。 
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国际分类号（指定商品・役務の国際分類番号） 

「類似商品及び役務区分表」から 1～45 の区分に応じて数字（半角）を入力する。検索ごとに、一つ

の区分しか選択できない。 

 

类似群（類似群） 

この欄は、記入しなくてもよい。未記入の場合、選ばれた区分の全ての類似群が検索対象になる。記

入した場合、抽出された類似群のみが検索対象になる。記入する際には、半角数字で入力する。各類似

群の間に半角の「;」を挿入することで、複数の類似群を対象に検索をかけることができる。 

分類が分からない場合には、「国際分類」及び「類似群」の欄の後ろの拡大鏡アイコンをクリックする

と、中国語の区分及び類似群を選択することができる。 

 

＜※参考例：第 5 類の類似群 0501、0502 を検索する場合＞ 

 
 

查询方式（検索方式） 

プルダウンメニューがあるので、必要に応じてご要望の検索方式を選択する。漢字、ピンイン、英語、

数字、ピンイン頭文字、図形の 6 種類の選択肢がある。 

 

商标名称（商標名称） 

検索したい表記を入力する。 

 

 

 

商標類似調査は、先行商標との商品・役務の同一・類似性、商標の同一・類似性、二つの面から調査

する必要がある。商品・役務の類似性は、「類似商品及び役務の区分表」に基づいて判断し、商標の類似

性は、一般公衆の注意力を基準として、外観、称呼、観念等の要素を総合的に考慮して判断する。 

 

 

検索を行う際のポイント 
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③ 【商標総合検索】（「商标综合查询」）について 

ステップ 1：「商標総合検索」を行う場合には、「商标综合查询」の文字又はアイコンをクリックする。 

 

ステップ 2：検索条件を入力する。「国际分类（国際区分）」、「申请/注册号（出願/登録番号）」、「商标名

称（商標名称）」、「申请人名称（出願人名称）」（中国語と英語名称が含まれている）等のい

ずれか、又は複数を指定することができる。その後、「查询（検索）」ボタンをクリックす

ると、検索結果が表示される。 
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（3） 他社の出願・権利に対する対応 

1） 専利 

専利調査及び分析を通じて自社の実施しようとする技術が他人の専利権を侵害するおそれがあると判

断される場合、他人の専利権の有効性について判断すべきである。その専利権に無効理由がある場合、

専利審判委員会に、無効審判請求を提出することができる。その中でも、実用新案・意匠は実体審査が

なされずに登録されるので、無効の可能性は発明特許より高いといえる。 

※無効審判請求の手続き及び詳細については、第 2章第 1節の「無効審判請求制度」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効性の検討 

無

効

理

由

あ

り 

無

効

理

由

な

し 

無効審判請求 
 

権利侵害の回避 

⚫ 発明特許・実用新案であれば、クレームの権利範

囲に入れないよう自社の技術を相応に変更・修正

する。意匠であれば、類似意匠と認定されないよ

うにデザインを変更・修正する。 

⚫ 専利権譲渡について、専利権者と交渉する。 

⚫ ライセンスについて、専利権者と交渉する。 

無

効

宣

告 

専

利

維

持 
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2） 商標 

商標調査を通じて使用する商標又は出願しようとする商標が他人の登録商標又は出願商標と同一又は

類似すると判断された場合、他人の商標権を侵害するおそれがあるので、商標の使用又は出願を中止す

る、或いは、登録商標・出願商標について異議申立・取消審判の提出を検討する必要がある。 

※異議申立と取消審判の手続き及び詳細については、第 2章第 2節の内容を参照。 

 

（4） 営業秘密の維持管理 

 「営業秘密」には、技術情報と経営情報が含まれている。これらの情報は、企業の主要な資産であり、

ひとたび漏洩してしまうと、企業の経営、戦略及び競争力などに大きな影響をもたらすものである。そ

のため、企業においては、営業秘密漏洩の予防策を講じるとともに、万が一漏洩した場合の対応方法に

ついても、広く検討しておくことが重要である。詳細については、第 6 章の内容を参照されたい。 

 

（5） 税関への権利申告 

税関への権利申告とは、知的財産権者が、税関に対して、自身の有する知的財産権を保護するよう要

求することである。権利者は、自身の有する知的財産権の法律状況、関連貨物の状況、知的財産権の合

法使用状況と被疑侵害貨物の輸出入状況を税関総署に提出・届出することで、税関が輸出入貨物に対す

る通関手続において、主導的に関連知的財産権に対して保護するよう要求することができる。 

税関は輸出入の貨物の管理機関として、侵害に係わる貨物の輸出入を取締まる上で、重要な役割を果

たしている。税関では、知的財産権保護の取り組みとして、輸出と輸入の二つの面から保護措置を実施

している。中国の税関では、各国の税関と同じように侵害貨物の輸入を取り締まるほか、中国から輸出

される貨物に対しても保護措置が執られている。保護の対象となる知的財産権には、商標権と著作権の

他人の登録商標と 

同一・類似商標を構成 

⚫ 商標又は指定商品を

変更して使用・出願

する。 

⚫ 異議申立を提出する。 

⚫ 無効宣告審判を提出する。 

⚫ 不使用取消審判を提出する。 

⚫ 商標権譲渡について、商標

権者と交渉する。 

⚫ ライセンスについて、商標

権者と交渉する。 



33 

ほか、専利権（発明特許、実用新案、意匠）も含まれている。税関が差し押さえた侵害貨物については、

国内外に輸入又は輸出することができない。 

また、税関の差押え手続については、当事者の申請による差し押さえと税関の職権による差し押さえ

の二つの種類があるが、税関の職権による差し押さえについても、権利者は事前に関連する知的財産権

を税関に申告する必要がある。税関による知的財産権保護を効果的に進めるためは、事前に税関へその

権利を申告することが重要である。 

税関における侵害品の差押手続き等は、第 3 章第 2 節で詳しく説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）消費者への普及啓発の実施など 

模倣品対策の重要な要素の一つとして、「消費者への普及啓発」が挙げられる。自社製品の売り上げを

守るためには、通常実施される販売促進を目的とした広告宣伝活動だけでなく、消費者が安価で粗悪な

模倣品を購入しないよう意識付けるための、普及啓発活動を積極的に実施することも重要である。 

①必要書類の準備 

②「知識産権海関保護備案系統（知的

財産権税関保護申告システム）」にア

クセスし、申告者名義での ID を申請 

③「備案系統」にアクセスしてオンラ

インで申告情報を入力 
 
 
 
 
 

④税関総署は 45 営業日内に審査する 

税関権利申告のフローチャート             

申告者 

申告しようとする知的財産権の権利者でなけ

ればならない。 

必要書類 

⚫ 申告者の身分証明書及び中国語訳文 

⚫ 代理人を介した場合代理人の身分証明書

及び委任状が必要 

⚫ 知的財産権の有効権利証明書 

⚫ 知的財産権を適用した真正品又はその包

装の写真、図面 

⚫ ライセンスが有る場合、ライセンシーの

情報及び契約書類等、既存の侵害貨物の

輸出入証拠 

所要期間：2 ヶ月～3 ヶ月 

申告を提出した後、税関は通常 30－45 稼働日

以内に審査結果を通知する。 

官庁料金：無料 

連絡者： 

ID を申請する際、税関との連絡者の情報を記

入する。 
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そして、中国において普及支援活動を進める上では、現地政府との連携を重要視すべきである。例え

ば、毎年 3月 15日は「世界消費者権利デー」として、消費者の権利保護への意識を高めるため、全国各

地で多種多様な形の普及啓発イベントが実施されているが、そのようなイベントに参加して、模倣品の

識別方法、防止策、取り締まりに関する知識や情報を消費者に伝えることで、模倣品の抑制に繋がる効

果が期待できる。また、模倣品への対応に力を入れている企業であることを現地の消費者や取引先にア

ピールすることができるという意味でも、非常に重要な意味を持つ取り組みであるといえる。 

さらに、各地の税関や市場監督管理局等の執行機関や、アリババ等の中国国内の ECプラットフォーマ

ー等が運営する模倣品対策活動等への参加も、模倣品の発見や防止に繋がる有益な取り組みであるとい

える。また、そのような取り組みが当該機関による差押え等に直接は繋がらない場合であっても、関係

性が深まることで、模倣品に関する情報を入手しやすくなるといった効果も見込めるところである。 

また、消費者自身が真贋判定を行うための仕組み作りをすることも重要である。例えば、自社製品に

ホログラムや二次元コードを付け、これを基に真贋判定ができるようにするといったやり方は、既に多

くの企業で採られているものである。最近では、二次元コードから読み取れるデータに、製品の流通に

係る情報をリンクさせることで、工場から出荷された後に消費者の手に届くまでの流通の過程を可視化

するようなサービスも提供されている。このようなサービスを積極的に取り入れることで、消費者が安

心して正規の製品を購入できるような仕組みを構築することも重要である。 

 

2. 模倣品の発見 

 近年、中国のビジネス環境は次第に改善されているが、模倣品問題はまだ存在する。特にインター

ネットの飛躍的発展によって、模倣業者による侵害態様はオフラインに限られず、オンラインにおける

侵害も注目されるようになっている。模倣品対策の最初の一歩として、まずは模倣品の発見に力を入れ

るべきである。 

 

（1）模倣品発見ルート 

前述の通り、模倣業者による侵害態様は、通常オフラインとオンラインの 2 種類が存在する。オフラ

イン又はオンラインにおける模倣品の発見ルートは、通常、以下のとおりである。 

 

オフライン ① 自社で流通ルート、マーケット、展示会、関連販売市場を調査する 

② 取引関係・協力関係がある者（代理店、ライセンシー、卸業者等）から情報
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を入手する 

③ 消費者から通報を受ける 

④ 調査会社、法律事務所を通じて侵害情報を入手する 

⑤ 
税関、市場監督管理局が業務履行中、被疑侵害品を発見した場合に連絡が

ある 

オンライン 

⑥ 

・自ら又は調査会社に依頼して EC サイト等の定期調査を実施し、模倣品

を発見する 

・アリババ等のプラットフォーマーと協力関係を築き、EC サイト上の模倣

品に関する情報を通報してもらう 

模倣品の発見について、業界の実情によってはその発見メカニズムが異なるが、企業は業界での製品

商流状況、会社の実情などに基づき、模倣品のモニターや通報体制を作ることができる。実務において、

会社や製品の性質により、オフラインルートとオンラインルートを併用したり、いずれかを重点的に利

用したりされている。また、税関も模倣品発見のルートの 1 つとなる。 

 

（2） 模倣品発見に有用な団体についての紹介 

模倣品の発見及びその対応は決して容易なことではないが、模倣品は絶対に許さないという姿勢を示

していくことが重要である。しかしながら、模倣品は次から次へと出てくるため、やみくもに対応して

いると、対策や権利行使にかかる費用が高額になり、負担も大きくなってしまう。 

前述の通り、同業他社との提携や業界団体との連携を図ることで、効果的に模倣品業者にプレッシャ

ーを与えることができ、中国政府当局の協力も得られやすくなる。また、マンパワーが潤沢にない中小

企業においては、中国の取引先に模倣品対策を講じてもらうのも有用な手段である。 

中国において模倣品対策を進めていく中で、「調査会社」というワードを耳にする機会が多くあるだろ

う。日本ではなじみのない存在であるが、調査会社は模倣品発見や対応においては、重要な役割を果た

している。侵害情報を発見するため、侵害物品のオンライン調査や EC サイト等のウォッチングを通じ

た模倣情報の提供（模倣業者の情報、侵害品の販売や在庫などの状況を含む）、模倣業者に対する現地調

査、行政摘発などの面において、重要な役割を担っている。 

費用面のみを考えると調査会社と直接契約をするという方針を採ることも考えられるが、言語面を含

めたコミュニケーションに不安がある場合や、数多く存在する調査会社の中からいずれを選べば良いか

が分からないような場合、現地の渉外法律事務所などを介して、調査会社に関連業務を依頼することも
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検討すべきである。なお、当然のことながら、法律事務所を介して現地調査を行う場合、直接調査会社

と契約する場合と比べて、費用はやや高額になる。 

 

3. 模倣品発見後の対応 

模倣品が存在することにより、市場のシェアや売上げに影響を及ぼす可能性があるばかりでなく、ブ

ランド価値が毀損され、ひいては消費者への被害に繋がる可能性もあるため、絶対放任してはならない。 

 

（１）事前準備 

①真贋判定手段の採用 

真贋判定手段には、様々なものがあるが、異なる知的財産権、異なる物品に対する判定手段は同一で

はない。真贋判定手段としては、通常、以下が考えられる。 

 

自社 
⚫ 模倣品を発見後、侵害を構成するかどうかを初歩的に判断する場合、自社で

実施することもできるし、代理人事務所に依頼して真贋判定を実施すること

もできる。 代理人事務所 

司法鑑定機関 

⚫ 自社又は代理人が判定しかねる場合、鑑定資格を有する専門の鑑定機関に依

頼して真贋判定を実施することができる。 

⚫ 訴訟の証拠として使用する場合には、裁判所が認可する鑑定機関に依頼して

真贋判定を実施する必要がある。 

 

① 侵害者の保有権利に対する調査 

 模倣品を発見した場合、企業は迅速かつ的確な対策を講じる必要がある。業界や模倣業者の違いに

応じて、模倣行為の特徴も異なっていることから、模倣対策を策定する際には、対象となる模倣業者

の事業規模や経営状況、各種権利の保有状況等について調査をすることが求められる。そして、その

調査結果に基づいて、模倣業者による模倣行為を確実に阻止できる対策を選択する。被疑侵害行為を

見つけた後に、模倣業者に対して調査を行う必要がある。相手側が関連知的財産権を保有しているか

どうかの状況も含めて調査すべきである。調査を実施する際のポイントは、以下のとおりである。 

⚫ 一部の模倣業者は、著作権や意匠が実体審査を経ずに登録される点を利用して、第三者の先行す

る権利と同一又は類似する著作物又は意匠を出願し、いわゆる登録権者になることで、本来模倣
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品というべき製品について、正当な権利に基づいて製造等している旨主張してくることがある。

このような場合、通常とは異なり、登録意匠等に対する無効審判請求を行うことも考えられため、

弁護士と相談して対応策を工夫すべきである。 

⚫ 模倣業者の中には、相応の知的財産権を保有している者も存在する。このような模倣業者を相手

にする場合、逆に訴えられるリスクを避けるため、事前に模倣業者の保有する知的財産権を調査

し、自社の製品と模倣業者の知的財産権とが抵触するかどうかについても検討すべきである。 

（※侵害者の保有する権利の調査方法の詳細については、本節の 1.（2）を参照。） 

 

② 自身の権利状況、弱点把握 

侵害者に対する調査を実施した後、相手側の保有する権利の有効性と状況について確認するほか、

自社の権利の状況及び弱点について把握する必要がある。一般的に、以下の点について留意しなけれ

ばならない。 

権利の有効性   

⚫ 関連知的財産権が有効期間内であるかどうか。 

⚫ 関連知的財産権を維持するのに必要な費用を納付したか。 

法律規定に基づき、専利については年金を支払う必要がある。また、商標につい

ては、時宜に応じて、有効期間を更新するための更新費用を支払わなければなら

ない。納付しなかった場合、当該権利は失効する。 

権利の安定性 

専利権や商標権に基づき権利侵害を訴える場合、相手側となる模倣業者又は第三

者により、無効審判・取消審判が提出されるおそれもある。訴えを起こす前に、自

社の保有する権利の安定性について、検討する必要がある。 

短所 or 長所 

⚫ 収集した侵害証拠の証明能力 

関連侵害資料及びサンプルを公証付で入手した場合、その証明力は高いが、公証

付で入手していない場合、裁判所が認可しないおそれがある点に注意が必要であ

る。なお、単なる警告状の発送、又は行政取締り（サンプル購入の領収書等がある

場合）の場合は、そのサンプル購入の領収書についは、公証を実施しなくても、証

拠として利用することができる。 

⚫ 地方保護主義 

北京、上海等の大都市を除き、一部の地域には地方保護主義が存在することがあ
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り、行政取締りを申請した場合に当局が積極的に対応してくれなかったり、裁判

において地元の企業等に有利な判断がなされるおそれがある。行政摘発や訴訟を

提起する場合には、できるだけ北京、上海等の大都市を実施地として対策を講じ

ることが好ましい。 

 

③ 現地代理人事務所の選定及び対応策の選択 

中国において模倣対策を実施する場合、現地代理人を介して対策を講じるのが一般的であり、事前調

査から、対策の提案、権利執行に至るまで代理人の果たす役割は重要なものとなる。模倣対策を効果的、

効率的に進めていく上では、経験が豊富で、実務レベルが高い代理人を選定することがポイントとな

る。代理人を選定する際には、代理人事務所の実績、経験、責任感、依頼しようとする個別案件との適

正などを総合的に考慮して選択する必要がある。代理人の選定において考慮すべきポイントは以下の

とおり。 

① 弁護士・弁理士チームの総合力、事務所の規模、設立の背景、業務範囲、得意分野等 

② 過去に取り扱った知的財産権事件の件数、成功率、実務経験 

③ 事務所のサービス、担当業務への責任感、業界内の評価 

④ 
外国語能力、外国文化の理解力、外国企業とのコミュニケーション・レスポンス等に係る能

力 

 

現地代理人事務所の調査をする中で、規模が小さく過去に取り扱った知的財産権事件の件数がそれ

ほど多くない、或いは、取り扱い件数は少なくないが成功率が低く、弁護士費用が他と比べて特別に低

く設定されているような法律事務所等を発見した場合には、当該事務所を選択すべき特別な理由がな

い限り、選択を控えた方が無難である。 
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④ 証拠確保 

行政救済ルートを選択するか司法救済ルートを選択するかを問わず、まずは侵害証拠を収集して、自

分の主張を証明しなければならない。そのため、模倣品を発見した後、それが自身の知的財産権を侵害

するものであると判断できる場合、相手方に侵害証拠を破棄されないように留意した上で、侵害証拠を

確保することが重要である。 

中国の裁判所では、証拠に関して厳しい形式要件を定めているため、公証などの手続きを通じて、そ

の証拠の証明力を確保する必要がある。原則、中国大陸以外で取得された証拠は、所在国の公証機関の

公証と中国大使館又は領事館の認証を経なければならない。また、台湾のみならず香港、マカオ地区で

取得された関連証拠についても証明手続を履行しなければならない。 

なお、2020 年 11 月 18 日に施行した「最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関す

る若干の規定」の第 8条及び第 9条には、公証認証の例外規定が置かれており、中国の領土外で形成さ

れた公証認証を経ていない証拠であっても、一定の要件を満たす場合には、証拠として採用される旨を

侵害品を発見 

代理人を選定 

侵害業者への調査を実施 

具体的対応策を検討 

救済ルートを選択 

私的救済・行政救済・ 

司法救済･刑事救済 

対応策・救済ルートの選択 

 

私的救済（警告・交渉） 

⚫ コストを抑えたい場合 

⚫ 侵害行為がさほど重大ではない場合 

行政救済 

⚫ 侵害行為が一定の規模を有する場合 

⚫ 侵害行為が明らかである場合 

⚫ 調査の結果、工場・店舗内に確実に侵害品の在庫がある

ことが判明している場合 

司法救済 

⚫ 相手側にプレッシャーをかけて侵害行為を徹底的に中

止させたい場合 

⚫ 他のルートで望ましい効果が得られていない場合 

⚫ 行政救済ルートを控えるべき理由がある場合 

⚫ 損害賠償金を請求したい場合 

刑事救済 

⚫ 侵害が深刻で、犯罪を構成する場合 

⚫ 事件が複雑かつ重大である場合 

⚫ 損害賠償を要せず、相手側に強いプレッシャーをかける

ことを優先する場合 

具体的な対応策の検討スキーム 
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定め、国外で形成された証拠に対する厳格な形式的要件の緩和を図っている。 

 

【参考】「最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定」における中国国外

で形成された証拠の取り扱いに関する規定 

第八条 中華人民共和国の域外で形成された以下の証拠について、当事者が、当該証拠が公証、認

証等の証明手続を経ていないものであることのみを理由として異議を申し立てた場合、人民法院

はこれを支持しない。 

（一）法的効力が生じた人民法院の判決により確認されたもの。 

（二）仲裁機構による発効した裁決により確認されたもの。 

（三）公的に、又は公的なルートから取得できる公開されている出版物、専利文献等。 

（四）他の証拠で真実性を証明できるもの。 

第九条 中華人民共和国の域外で形成された証拠が次のいずれかの状況に該当する場合であって、

当事者が、当該証拠が認証手続を経ていないものであることのみを理由として異議を申し立てた

ときは、人民法院はこれを支持しない。 

（一）異議を申し立てた当事者が証拠の真実性を明確に認めた場合。 

（二）他方当事者が証人の証言を提出して証拠の真実性を確認し、かつ、証人が虚偽の証言をした

場合には処罰を受ける覚悟があると明確に表明した場合。 

  前項第二号にいう証人による虚偽の証言が、民事訴訟法第百十一条に規定する事由にあたる場

合、人民法院は法により処理する。 

 

 公証の証明力 

民事訴訟法第 69 条 

裁判所は、反証がある場合を除いて、法定手順を経て公証・証明した

法律行為、法律事実と文書を事実認定の証拠としなければならない。 

最高人民法院の民事訴訟証拠

に関する若干規定第 10 条 

訴訟において当事者は、有効な公証文書によって証明された事実に

ついては、立証し証明する必要がない。ただし、相手方当事者が相反

する証拠を有し、当該証拠が、公証文書によって証明された事実を十

分に覆すに足る場合はこの限りではない。 
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公証法第 36 条 

裁判所は、公証を経た民事法律行為、法的意義を有する事実及び文書

を事実認定の根拠としなければならない。ただし、これに反する証拠

があり、公証を覆すに足る場合はこの限りではない。 

 

 知的財産権事件において利用されることの多い公証の概要 

① インターネット公証 

インターネット上における広告宣伝、侵害品の図面等の侵害情報を

公証人の立会いの下でプリントアウト・保存して、侵害証拠として確

保する。 

② 侵害品の公証付購入 

 現場での公証付き購入 

販売店、工場等の販売現場に赴き、公証人（原則 2 名）の立会いの下

で侵害品を購入し、領収書等の関連書類を入手する。 

 インターネット上の公証付き購入 

インターネット上における侵害品の販売行為に対して、公証人の立

会いの下、オンラインで注文をする。郵送等で侵害品が届いた後、公

証人の立会いの下で侵害品を受領する。 

③ 原本とコピーが一致する 

との公証 

原本の提出が難しい場合に、原本とコピーが一致することを証明す

るための公証をとる。 

④ 展示会などでの公証 

展示会において被疑侵害品が出展されている場合に、公証人の立ち

合いの下で、出展ブース等の写真を撮るとともに、サンプル品や宣伝

資料などを入手する。 

⑤ 先使用や公然実施に 

関する公証 

他人の冒認出願や権利行使に対抗できるよう、先使用や公然実施の

状況を証明するため、公証人の立ち合いの下で、製品と資料を封印し

たり、製造ラインのビデオを撮影したりする。 

（1） 対策の実施 

① 私的救済―警告、交渉 

警告は、私的救済の一種として、行政救済や司法救済を実施する前の対処手段として利用されること
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が多い。権利者は、自分の知的財産権を侵害する模倣品を発見した場合、模倣品業者に対して、侵害行

為を中止することを求める旨の警告状を発送し、交渉を行うことを選択することができる。模倣業者が

権利者の要求に応じて侵害行為を中止するか否かは、警告状への反応によって、ある程度判断が可能で

ある。相手側の法律意識が高い場合、適時に侵害行為を中止するが、法律意識が低い場合、権利者の要

求を無視して、侵害行為を継続することも多くある。 

 

メリット 

⚫ 紛争の解決に要する期間が短い。 

⚫ コストが少ない。 

⚫ 善意の抗弁を防止することができる。 

デメリット 

⚫ 相手側に対するプレッシャーがさほど大きくなく、無視される可能性が高

い。 

⚫ 警戒心を生じさせ、証拠隠滅の可能性が高くなる。 

⚫ 相手側による非侵害確認訴訟が提起されるおそれがある。 

⚫ 適切な送付相手でない場合、営業妨害となり、不正競争防止法に触れる可能

性がある。 

 

【参考】善意の抗弁を行う際の「善意」について 

「善意」とは、「権利侵害の事実を知らなかった場合」を指す。専利侵害品の使用者・販売者や商標侵

害品の販売者が、関連製品が侵害品とは知らなかったと主張し、合理的出所を立証した場合、損害賠償

の責任を免れることができる（専利法第 70 条、商標法第 64 条 2 項）。なお、警告をすることによって、

侵害品の使用又は販売行為についての善意の抗弁を防止することができる。 
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侵害行為の発見 

模倣業者に対する調査、確認 

警告状の作成 

⚫ 自分の享有する権利を説明する。 

⚫ 相手側の侵害行為を指摘する。 

⚫ 侵害行為の法律責任を説明する。 

⚫ 侵害行為の中止、在庫の廃棄等の要求を提出する。 

⚫ 権利証明書類、侵害証拠等を添付する。 

相手側との交渉 

警告状を発送した後、相手側から如何なる応答もない場合、相手側に電話して侵害行為の

停止状況を確認し、停止しない場合は早めに侵害行為を停止させ、要求に応じるよう交渉

する。 

他の対策の検討 

相手側がどうしても侵害行為を停止しない場合、他の対策案を検討する必要がある。 

警告状、交渉のフローチャート 
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② 行政救済―行政摘発 

中国においては、侵害の根拠とする権利等に応じて、行政救済に係る申請者と所管機関が異なってい

る。なお、以下に示す所管機関は、一般的な例であり、地方によっては異なる機関が所管していること

もある。行政救済手続の詳細については、第 3 章に掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

※図中の「利害関係者」とは、ライセンシー又は関連する権利の合法的な相続者をいう。例えば、商標

権侵害事件の場合、利害関係者には、登録商標のライセンス契約におけるライセンシーと登録商標権の

合法的な相続者が該当する。 

メリット 

⚫ 訴訟と比べて、時間と費用が掛からない。 

⚫ 訴訟と比べて、証拠の証明力を厳格に要求されない。 

⚫ 行政機関は、侵害状況を現地で独自に調査することができる。 

デメリット 
⚫ 侵害となるかどうかに関する関係主管機関の判断は、行政取締りを請求する

際の重要なポイントとなる。行政機関のレベルは、裁判所と比べて高いとは

専利権侵害 市場監督管理局 

商標権侵害 市場監督管理局 

商標権者、利害関係者 

専利権者、利害関係者 

著作権侵害 版権局 
著作権者、利害関係者 

不正競争法

違反 市場監督管理局 

経営者、営業秘密の保有者など 

税関が発見

した侵害品 税関 

権利者 
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言えず、複雑な事件の場合、処理してもらえないおそれがある。 

⚫ 相手方企業が、現地において一定程度の影響力を有する企業である場合、地

方保護主義の影響を受けるおそれがある。 

⚫ 損害賠償を請求できない。 

⚫ 刑事と比べて、罰が軽く、侵害者を拘束できず、再犯の抑止力に乏しい。 

 

③ 司法救済―訴訟 

中国の裁判制度は 4 級 2 審制である。民事訴訟を提起する場合、管轄権を有する裁判所に提出する必

要があり、一審判決の結果に不服がある場合、定められた期限内であれば上訴することができる。 

また、知的財産権分野の事件の審理に要する高度な専門性等に鑑み、2019 年 1月より、最高人民法院に

は、知的財産に関連した案件を特別に取り扱うための知的財産権法廷が設置されている。さらに知的財

産権関連の事件を専門に扱う知識産権法院が北京・上海・広州・海南に設けられているほか、各地域の

裁判所にも知的財産権法廷が設けられ、専利など専門性・技術性の高い民事事件や行政事件を集中的に

審理している。 

知的財産権に係る訴訟事件のフローや、裁判所の管轄等の詳細な内容については、第 4章に掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（※最高裁⇒最高人民法院、高等裁判所⇒高級人民法院、中等裁判所⇒中級人民法院） 

最高裁 
１箇所 

高等裁判所 
各省・自治区・直轄市に１箇所 

中等裁判所 
市に設置 

基層裁判所 
市の各区・県に設置 

四級制及び設置地区 
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知的財産権訴訟の準備 

一審管轄裁判所の選択 

⚫ 北京市の場合：基層裁判所や北京知的財産権裁判所 

⚫ 上海市の場合：基層裁判所や上海知的財産権裁判所 

⚫ 広東省の場合：基層裁判所や広州知的財産権裁判所 

⚫ 浙江省の場合：基層裁判所や杭州市中級人民裁判所知的財産権法廷や寧波市中級人民裁判所知的財産権法廷 

⚫ 江蘇省の場合：基層裁判所や南京市中級人民裁判所知的財産権法廷や蘇州市中級人民裁判所知的財産権法廷 

⚫ 北京市の場合：北京知的財産権裁判所や北京市高級人民裁判所 

⚫ 上海市の場合：上海知的財産権裁判所や上海市高級人民裁判所 

⚫ 広東省の場合：広州知的財産権裁判所や広東省高級人民裁判所 

⚫ 浙江省の場合：杭州市中級人民裁判所知的財産権法廷や寧波市中級人民裁判所知的財産権法廷や浙江省高級

人民裁判所 

⚫ 江蘇省の場合：南京市中級人民裁判所知的財産権法廷や蘇州市中級人民裁判所知的財産権法廷や江蘇省高級

人民裁判所 

 

⚫ 北京市の場合：北京市高級人民裁判所や最高人民裁判所 

⚫ 上海市の場合：上海市高級人民裁判所や最高人民裁判所 

⚫ 広東省の場合：広東省高級人民裁判所や最高人民裁判所 

⚫ 浙江省の場合：浙江省高級人民裁判所や最高人民裁判所 

⚫ 江蘇省の場合：江蘇省高級人民裁判所や最高人民裁判所 

 

訴訟提起の一般フローチャート 

上訴二審管轄裁判所の選択 

再審管轄裁判所の選択 
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メリット 

⚫ 相手に対して、強いプレッシャーになる。 

⚫ 損害賠償を請求できる。 

⚫ 行政機関と比べて、裁判所の判断レベルは高く、複雑な事件であっても対応

が可能。 

⚫ 裁判での手続などは透明性が担保されており、行政ルートと比べた場合には

地方保護主義等の影響も小さく、ある程度の公平性が確保できる。 

デメリット 
⚫ 時間と費用がかかる。 

⚫ 証拠の証明力に対する要求が厳しい。 

 

③ 刑事救済―公安への告発 

中国において、公安（警察）は刑事事件の調査機関であり、刑事事件に該当するかどうかを調査し、

証拠を収集する役割を担っている。 

公安によって、刑事事件に該当するものであるとの判断がなされると、検察院に調査の結果をまとめ

た案件資料が移送される。検察院は、刑事事件の公訴機関であり、公安機関から移送された案件資料を

調べ、容疑者に対し、公訴を行うかどうかを決定する。検察院は、公訴を行うには証拠が不足している

と判断する場合、案件を取り消すか、公安機関に返却し、補充調査を要求するかを決める。 

公訴が行われた場合、裁判所は、検察院の公訴請求に基づいて裁判を行い、犯罪が成立するか否かを判

断し、刑事罰を裁定することになる。 

侵害が深刻で、犯罪を構成する可能性のある知的財産権の侵害事件について、権利者は、公安機関へ

の告発を通じて、事件を調査させることが可能である。刑事手続の詳細な内容については、第 5章に掲

載する。 

 

メリット 
⚫ 刑事罰は相手に対して、強いプレッシャーになる。 

⚫ 公安機関の調査力は、自ら調査するよりも優れている。 

デメリット 
⚫ 侵害状況が深刻な、一定の種類の侵害事件しか刑事事件にはならない。 

⚫ 損害賠償を要求できない。 
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これまで述べてきた各種の救済手段については、それぞれにメリットとデメリットがあり、実務にお

いては、権利者の方針、侵害の情状などに合わせて柔軟に利用されることが多い。それぞれの救済手段

を採用することが好ましい状況については、以下のとおり。 

 

警告・交渉 

⚫ 侵害規模が小さく、情状がそれほど深刻でない場合 

⚫ 悪意による侵害ではない可能性が高い場合 

⚫ 交渉によって良好なビジネス関係を築ける可能性がある場合 

行政摘発 
⚫ 侵害在庫品があり、ある程度の規模がある場合 

⚫ 侵害が明らかである場合 

民事訴訟 

⚫ 行政摘発と比べて侵害の情状がより深刻な場合 

⚫ 損害賠償を請求したい場合 

⚫ 会社のブランドに不利な影響があり、消費者に対するマイナスの影響を解消

したい場合 

⚫ 侵害品がデッドコピー品ではなく、侵害となるかどうか審理する必要がある

場合 

刑事告発 ⚫ 侵害規模と情状が深刻であり、刑事事件に該当すると判断ができる場合 

（2） 事後処理 

① 対策終了の広報 

模倣品対策は、時間、労力、費用をかけて行なわれるものであり、その効果をより高めるため、対策

が終了した後には結果についての広報を行うことが好ましいといえる。 

自社の知的財産権活動を業界内に宣伝するだけではなく、知的財産権保護に対する企業の決意を積

極的に発信することになり、模倣業者にプレッシャーをかけ、新たな模倣行為の発生を抑制するととも

に、業界内に知的財産権を尊重したビジネス環境を醸成することにも繋がる点において意義がある。 

各救済手段のメリット・デメリット 
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なお、広報を行う際には、模倣業者を非難するような内容は掲載せず、事実のみを陳述し、誤認され

やすい表現を避けることに留意する必要がある。 

 

 

自社公式サイト 

自社公式サイトに注意喚起文を掲載する場合、自社製品に関心を持つ消費者や取

引先に対して、模倣品に関する注意喚起を直接的にすることができ、費用もさほ

どかからない。 

他のサイト 

人気のある WeChat の購読アカウント、Weibo などのニューメディア・業界関

連サイトで記事を発表する。 

新聞、雑誌等 

知的財産権に関する専門誌、例えば「中国知識産権報」に模倣対策を判例として

掲載したり、又は、各企業を対象にした専門誌、例えば「中国工商報」に「厳正

声明」等を掲載する。 

② 継続的な市場監視 

模倣品の生産・販売行為は、ある特定の対策を講じることによっても、完全に根絶するのは難しい。

自社の知的財産権を確実に保護するためには、定期的に模倣品が市場で出回っているか監視をする必

要がある。また、市場に対する監視を通じて、模倣品を発見した場合、適時にふさわしい対策を検討・

実施する必要がある。監視の手段は、模倣品発見ルートとほぼ同じである。 

 

 

① 

自社で流通ルート、マーケット、展示会、関連販売市場を調査する。 

インターネット上の定期調査を実施する。 

② 取引関係・協力関係のある代理店、ライセンシー等から情報を入手する。 

③ 
調査会社、法律事務所を通じて対象会社に対する実態調査を実施する。特に過去模倣行為が

あった業者に対する市場監視を重要視する。 

 

 

広報の媒体 

市場監視手段 
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③ 代理人の評価 

対策終了後、当初予想の結果を得たかどうか、及び代理人の業務能力、サービスの品質、コミュニケ

ーション能力等について、総合的に評価する必要がある。当該評価を通じて、引き続き当該代理人に案

件を依頼するかどうかを決定する。改善すべき点がある場合、代理人に要望事項を提出することができ

る。評価の指標を以下に掲載するが、単に案件の結果だけでなく、普段から「報告・連絡・相談」の義

務をちゃんと履行してくれているか、コミュニケーションがスムーズに取ることができたかといった

要素も、長く付き合っていく代理人を検討するという観点からは重要な指標となる。 

 

 

① 

業務能力 

✓ 代理人の業務においてミスがあったどうか。特に、代理人の処理の不手際等により、対

応策の効果にマイナスの影響を与えたことがあるかどうか。 

✓ 複雑な事件でも、最適な対応手段を取ることができたか。 

② 

コミュニケーション能力 

✓ 依頼人の要望と指示を十分に理解していたか。 

✓ 状況をタイムリーに依頼人に報告したか。 

✓ 依頼人の確認を取らずに、手続等を勝手に進めたことはないか。 

③ 

サービスの品質 

✓ 依頼人の質問に対して適時に回答をしたか。 

✓ 依頼人の要求を満たすために、全力を注ぐ努力をしたか。 

✓ 依頼人から指摘された問題点について、適時、改善したか。 

✓ ミスがあった場合、それを認め、謝罪したか。 

✓ 対応がタイムリーであったか。 

④ 

費用請求 

✓ 費用請求は合理的、かつ、透明であったか。 

✓ コストをできるだけ抑制できるよう努めていたか。 

✓ 事前に見積りを提示したか。実際の費用請求が見積りを超えたか。 

✓ 見積りを超えた場合、その理由を明確に説明したか。 

評価項目・内容 
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④ 取締り機関への表敬、お礼 

模倣対策を実施中、当局が積極的に協力してくれたり、又は、好ましい結果を得た場合、当局や裁判

所に感謝状や表彰の旗等を授与して、感謝の意を表すことができる。 

表敬の形 
⚫ 訪問、口頭にて感謝、表彰の旗を贈る。 

⚫ 感謝状を郵便にて送付。 

意義 
⚫ 当局や裁判所も好意的に捉えるので、今後、他の件におけるやりとり等がさら

にスムースになることが期待できる。 

留意点 

⚫ 金銭又は高価なものを贈ることは控える。 

⚫ 当局又は裁判所への表敬状況について、マスコミで対策の成果を公表する際に

紹介できるか、写真を掲載できるか等を事前に当局や裁判所に確認する。 
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第 2 章 中国での権利取得 

第 1節 専利権の取得 

2020 年 10 月 17 日、全国人民代表大会常務委任会にて「専利法」第 4 次改正が採択され、2021 年 6

月 1 日に施行する。本文は改正後の「専利法」に基づいて作成したものである。 

 

1.保護対象 

「専利法」にいう専利権には、発明特許権、実用新案権、意匠権が含まれている。なお、中国では、

発明特許権、実用新案権、意匠権との間で、お互いに出願の変更はできない。 

 

発明特許権 

 

 

実用新案権 

 

 

意匠権 

 

 

 

＊次に掲げるものについては、専利権を付与しない。 

① 科学的発見 

② 知的活動の法則及び方法 

③ 疾病の診断及び治療方法 

④ 動物及び植物の品種 

⑤ 原子核変換の方法及びその方法により得られる物質 

⑥ 平面印刷品の模様、色彩又は両者の組合せで主に標識に用いるデザイン 

 

 

製品、方法、又はその改良により出された新技術を保護する。 

 

製品の形状、構造又はそれらの組合せにより創出された実用に適した新技術を保

護する。 

 

製品の全体又は部分の形状、模様又はそれらの組合せ、及び色彩と形状、模様の

組合せにより創作され、美感に富み、工業的応用に適した新デザインを保護する。 
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2.登録要件 

 

 

 

【参考】「従来技術」について 

従来の技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。新規性の判断基準には、以

下の二つの特徴がある。 

① 出願日（優先権日を含め）が2009年9月30日以前の出願は、文献が世界公知公用を認めるが、

文献以外は国内公知公用のみ認める。 

② 2009年10月1日以降の出願の場合、文献、文献以外も世界公知公用を認める。 

 

 

発明特許、実用新案 

新規性とは、その発明又は実用新案が従来の技術に該当せず、かつ、いかなる機関又は組織又

は個人により出願日前に国務院専利行政部門に出願されかつ出願日後に公開された専利出願

書類又は公告された専利書類には、同一の発明又は実用新案が記載されていないことをいう。

なお、日本と異なり絶対新規性である。 

 

 

 

発明特許に関する進歩性とは、従来の技術に比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕

著な進歩を有していることをいう。 

実用新案に関する進歩性とは、従来の技術に比べて、その実用新案が実質的特徴及び進歩を

有していることをいう。 

 

実用性とは、その発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ積極的な効

果を生じるものであることをいう。 

意匠 

新規性、創作非容易性が要件となり、また、他人の先行権利と抵触してはならない 
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3.登録までの詳細な手続き 

中国への専利出願ルートは、以下に示す3つのルートとなる。各々の出願ルートの出願期限及び中国

での出願手続きは異なるが、出願後の手続きなどは同様である。具体的な手続きは、出願ルートによっ

て異なるため、次ページ以降の出願フローチャートを参照されたい。 

 

出願ルート 

パリルート 

外国基礎出願又は中国での最初出願の優先権が主張できること。 

期限：発明特許、実用新案：優先日（基礎出願の出願日）から 12ヶ月以内 

意匠：優先日（基礎出願の出願日）から 6ヶ月以内。 

PCTルート 

1 つの出願（発明特許と実用新案のみ）を多国に出願したい場合、まず WIPO（World 

Intellectual Property Organization）が指定している官庁（例えば、日本特許庁、中

国特許庁）に PCT出願を提出し、その後、PCT 加盟国に移行すること。中国への移行期

限：優先日から 30ヶ月以内、30ヶ月の移行期限に間に合わない場合、2ヶ月の猶予期

間が利用可能（追加料金が必要）。 

直接出願 発明特許、実用新案、意匠を直接中国に出願すること。 

 

【参考】中国のハーグ協定への加盟について 

2020年1月22日、中国外交部は、中国政府としてハーグ協定の加盟に向けた取り組みを積極的に推し

進めている旨を公表をした。 

また、2019年11月1日から実施された特許審査指南において、遅延審査制度が追加されたほか、2020

年の専利法の改正により、意匠の保護期間が10年間から15年間まで延長され、国内優先権を享受できる

ようになった。これらの改正は、いずれも中国の制度をハーグ協定に合わせるためのものであり、近い

将来、中国においてもハーグルートによる意匠出願ができる可能性が高まっている。 
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権利回復 

登録手続期限： 

特許査定受領日＋2ヶ月間 

 

却下 

応答期限： 

通知受領日＋4ヶ月間 

 

出願日（優先日）から 18ヶ

期限：通知受領日＋2ヶ月間 

手続：請求手続きと費用 

１ヶ月若しくは 2ヶ月の延長

が 2回可能 

 

方式審査 

特
許
性
あ
り 

 

特
許
性
無
し 

 

未
応
答 

特許査定 

拒絶査定 

不服審判 

みなし取下

げ 

登録手続、登録公告 

通常、登録手続を行ってから 2～

3ヶ月間で登録公告される 

 

合
格 合

格 

方式審査合格通知書 

公開 

実体審査 

実体審査請求 

期限：出願日（優先日）から 3年 

手続：請求手続と費用納付 

第 1回拒絶理由 

第 N回拒絶理由 

応答期限： 

通知受領日＋2ヶ月間 

１ヶ月若しくは 2 ヶ月の延長が 2 回

可能 

PCT ルート：1ヶ月程 

パリルート：1週間程 

不備 不備 不備 

出願/移行 

受理（出願番号付与） 

出願料金の納付 

補正 拒絶査定 

 

不服審判 

補正せず 

パリルート期限：出願日から 2 ヶ月 

PCTルート期限 ：移行期限内 

申請期限：拒絶査

定受領日＋3ヶ月間 

発明専利出願フローチャート 

※通常、出願から登録ま

で、2～3年の期間を要する 
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中国では、上記の手続き以外に、提出が必要な書類がある。なお、下記のような特別な手続きと特別

な制度がある。詳細は、下表をご参照ください。 

発明特許出願における必要書類 

⚫ 発明特許出願の際に、提出が必要になる主な書類は以下のとおり。 

① 願書 ② 明細書 ③ 特許請求の範囲 ④ 要約書 ⑤ 図面（必須でない） 

⑥ 選択図（必須でない） ⑦ 優先権証明書類／DAS コード（優先権主張をする場合のみ）   

⑧ 専利事務所に対する委任状 

PCT 出願における特別な手続き 

⚫ PCT出願の中国国内への移行時においては、出願種別として、発明特許出願又は実用新案出願の

一方のみ選択が可能となっている。そのため、PCT出願には、後に紹介する特実併願制度が適用さ

れない。 

早期審査 

⚫ 中国では、通常、出願から登録まで2～3年かかる。登録までの期間を早めるためには、以下の手

続をとることが考えられる。 

①  出願と同時に実体審査請求をすること 

②  早期公開を請求すること 

③  優先審査制度を利用すること 

④  PPH制度（Patent Prosecution Highway）を利用すること 

⚫ 出願人は、日本出願を基礎とした日中間の専利審査ハイウェイ（以下、「PPH」という）プログラ

ムに基づいて、一定の申請要件を満たす中国国家知識産権局への出願につき、関連する書類の提

出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請することができる。 

⑤ 拒絶理由通知に効果的に応答すること 

⑥ 出願手続きの完備を確保すること 

自発補正の時期 

⚫ 中国国内移行時（PCT出願の場合） 

⚫ 審査請求時、審査に入る旨の通知書を受領してから3ヶ月以内 
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情報提供制度 

⚫ 専利出願の公開日から専利権の付与を公告する日までの間に、「専利法」の規定に合致していな

い専利出願に対し、何人も国務院専利行政部門に情報を提供し、理由を説明することができる。 

⚫ 審査官は、専利査定するまでの間に、公衆より提供された先行技術や関連資料を受け取った場合、

これら資料を参考にしなくてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用新案出願における必要書類 

⚫ 実用新案出願の際に、提出が必要になる主な書類は以下のとおり。 

① 願書  ② 明細書  ③ 請求の範囲 ④ 要約書  ⑤ 図面 ⑥ 選択図 

⑦ 優先権証明書類／DAS コード（優先権ある場合のみ） ⑧ 専利事務所に対する委任状 

合
格 

方式審査 

通常、登録手続を行ってから 

2～3ヶ月間で登録公告される 

 

出願/移行 

受理（出願番号付与） 

PCT ルート：1ヶ月程 

パリルート：1週間程 

出願料金の納付 

合
格 

補正 
不備 

登録査定通知書 

不備 不備 
 拒絶査定 

不服審判 

補正せず 

登録手続き、登録公告 

パリルート：出願日から 2ヶ月 

PCT ルート：移行期限内 
 

登録手続期限： 

登録査定受領日＋2ヶ月 

却下 

申請期限： 

拒絶査定受領日

＋3 ヶ月間 

実用新案出願フローチャート 
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【参考】実用新案と意匠出願の自発補正について 

出願人は、出願日より 2 ヶ月以内に、実用新案と意匠出願について自発的に補正（中国語「修改」）

することができる。補正は、実用新案の場合、元の明細書又は請求項の範囲を超えてはならず、意匠の

場合、元の画像又は写真で表示した範囲を超えてはいけない。 

 

意匠出願における必要書類 

⚫ 意匠出願の際に、提出が必要になる主な書類は以下のとおり。 

① 願書  ② 図面又は写真  ③ 意匠の簡単な説明 ④ 専利事務所に対する委任状 

⑤ 優先権証明書類／DAS コード（優先権ある場合のみ） 

却下 

登録手続期限： 

登録査定受領日＋2ヶ月間 

 

拒絶査定 

不服審判 

出願 

受理（出願番号付与） 

出願料金の納付 

方式審査 

合
格

補正 
不備 

登録査定通知書 

合
格 

不備 不備 
補正せず 

登録手続き、登録公告 
通常、登録手続を行ってから 

2～3ヶ月間で登録公告される 
 

期限：出願日から 2ヶ月以内 

申請期限： 

拒絶査定受領日

＋3 ヶ月間 

意匠出願フローチャート 
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【参考】実用新案と意匠出願前の事前調査について 

実用新案と意匠は、無審査であるため、安定的な権利を取得するために、出願前に綿密に調査を行う

ことが重要である。新規性や進歩性がない場合、登録になったとしても、他人に無効審判請求を提起さ

れる可能性があり、権利が不安定になる。 

 

4.存続期間と権利の維持 

存続期間とは、発明特許、実用新案及び意匠の権利が存続する期間をいい、具体的な期間は以下のと

おりとなる。 

① 発明特許：出願日から20年間（出願日も算入） 

② 実用新案：出願日から10年間（出願日も算入） 

③ 意匠  ：2021年6月1日以降に出願されるものは、出願日から15年間13。 

 

発明特許、実用新案、意匠の存続期間は、いずれも延長することができない。ただし、発明特許の出

願日から満4年、かつ実体審査請求日から満3年後に発明特許が付与された場合、国務院特許行政部門は

特許権者の請求に応じて、発明特許の権利化段階における不合理な遅延について、特許存続期間を補償

しなければならない（出願人に起因する不合理な遅延は除く）。また、新薬の販売承認審査にかかった

時間を補償するために、中国での販売承認を取得した新薬に関する発明特許について、国務院特許行政

部門は特許権者の請求に応じて、特許存続期間を補償することができる。補償される期間は5年を超え

ないものとし、新薬販売承認後の特許権の合計存続期間は14年を超えないものとする。 

権利者は、権利を維持するために、登録となった発明特許、実用新案、意匠に対して、毎年年金を納

付しなければならない。 

2010年2月1日以降に専利権付与の登録手続きを行う場合、出願係属中の年金支払い（維持年金）は不

要となった。 

  

 
13 2021 年 2 月現在、存続中の意匠権、審査中の意匠出願に係る存続期間の取り扱いについては、中国政府からの公表情報が

なく不明。 
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5.拒絶対応 

拒絶対応とは、専利出願が拒絶査定になった場合、拒絶査定を取消すために、出願人は国務院特許行

政部門へ不服審判請求を提起することができることをいう。 

 

 

官庁手数料納付期限： 

不服審判請求期限以内 不服審判請求 

方式審査 

合
格 

合
格 

不備 

受理通知書 

 

合
格 

格 

不備 

補正せず 

拒絶査定取り消し 

不服審判通知書 

却下 

拒絶査定通知書の受領

日から 3ヶ月以内 

審決取消訴訟 

拒絶査定維持 

実体審査に戻る 

前置審査 

合議体による審判 

応答 

不服審判審決

拒絶査定維持 拒絶査定取り消し 

補正 

不服審判フローチャート 
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6.無効審判請求制度 

 いかなる機関、組織又は個人は、登録された発明特許・実用新案・意匠について、当該専利権の付与

が本法の規定に合致しないときは、「国家知識産権局専利局復審と無効審理部」に無効審判を請求するこ

とができる。 

 

 

 

   

官庁手数料納付期限： 

無効審判請求日から 1ヶ月以内 

約 1 ヶ月 

3～4ヶ月 

無効審判請求の提起 

 

方式審査 

合
格 

補正 
不備 

受理通知書 

権利者側に無効審判書類を送達 

合
格 

不備 補正がない場合 

却下となる 

無効理由や証拠に対する答弁 

（権利者側） 

口頭審理 

権利者側の答弁に対する反論 

（請求人側） 

請求日から 1 ヶ月以内で

あれば、証拠と無効理由

を補充することが可能 

審決取消訴訟 

全部無効 

一部無効 

全部有効 

無効審判審決書 2～3ヶ月 

不備について、2回の補

正を経ても解消できな

い場合、無効審判請求は

却下される 

請求人側に新しい証拠が無い

場合、答弁しなくてもよい 

無効審判フローチャート 
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無効審判手続き 

請求人 ① 何人も提起可能（ダミーで提起可能） 

② 侵害訴訟の中止を目的にして無効審判請求を提出する場合、無効審判請求人の名義

は訴訟の被告と一致しなければならない。 

提出期限 対象発明特許・実用新案・意匠の公告日から何時でもよい。 

提出書類 ① 無効審判請求書  ② 証拠  ③ 委任状 

口頭審理 審理方式の一種。大切な意見陳述の機会となるため、十分に準備する必要がある。 

新しい理由及び証拠の提出期限 

⚫ 無効審判請求の提出日から 1 ヶ月以内 

外国からの証拠の提出形式 

⚫ 外国の専利文献以外は、所在国の公証機関の公証を受けた上で、当該国にある中国大使（領事）

館の認証を経なければならない。 

無効審判決定 

⚫ 国家知識産権局専利局復審と無効審理部が審理の上、無効審判請求の決定を言い渡す。 

⚫ 通常、「全部無効」「一部無効」「全部有効」の3つがある。 

無効審決の効力と遡及力 

⚫ 無効決定された専利権は、始めから存在しなかったものとみなされる。 

⚫ 専利権無効の決定前に裁判所が言い渡し、かつ、既に執行された専利権侵害の判決、既に履行さ

れた専利実施許諾契約や専利権譲渡契約等に対しては、遡及効を有しない。ただし、専利権者の

悪意により他人に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない。 

        

 クレーム（特許請求の範囲）の訂正について 

⚫ 無効審判手続きにおいて、クレームの訂正は可能だが、請求項の削除、発明の削除、請求項の更な

る限定、明らかな誤記の訂正に限られている。請求項の更なる限定とは、請求項に他の請求項に記

載のある 1以上の構成要件を加えることによって、技術的範囲を限縮することをいう。 

⚫ 国家知識産権局専利局復審と無効審理部の審決が出されるまでであれば、特許権者がクレーム、又
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はクレームに含まれる構成を削除することは認められている。以下のいずれかに該当し、かつ、応

答期間内であれば、専利権者は削除以外の方法でクレームの範囲を訂正することができる。 

（1）無効宣告請求書に対するもの 

（2）請求人の追加無効宣告理由、又は補充証拠に対するもの 

（3）審判官が引用した、請求人が言及していない無効宣告理由、又は証拠に対するもの 

 

7.関連行政訴訟手続 

 

提訴期限 

⚫ 法律によれば、国家知識産権局の不服審判又は無効審判の審決に不服の場合、受取日から 3ヶ月

以内に北京知的財産裁判所へ行政訴訟（つまり、審決取消訴訟）を提起することができる。 

⚫ 国家知識産権局の決定、裁定に不服の場合、受取日から 30 日以内に北京知的財産裁判所へ行政

訴訟を提起することができる。訴状を提出すると同時に、又は、遅くとも提出後の 15 日以内に

訴状の副本を国家知識産権局に送付するか、別途書面で国家知識産権局に知らせる必要がある。 

⚫ 外国又は香港、マカオ、台湾にある当事者は提訴する際に、公証・認証付きの手続き書類も提出

しなければならない。提訴期限内に手続き書類を完全に取得できない場合、まずは公証認証され

ない捺印済みの授権委任状のコピーと訴状を裁判所に提出して、予備登記手続を行うことができ

る。予備登記手続を行うと、予備登記日から 3ヶ月の補充期限が与えられる。補充期限内に全て

の手続書類を完成させ、裁判所に提出する必要がある。提出された全ての提訴書類が、裁判所に

おいて審査され、問題がなければ、行政訴訟が正式に受理される。 

提訴に必要な書類 

⚫ 提訴の際には、所在国で公証・認証された授権委任状、法定代表者の身分証明書、現在事項全部

証明書、委任状に捺印済みの法定代表者の印鑑証明書及びそれらの中国語訳文が必要である。な

お、行政訴状も同時に提出する必要がある。 

裁判所の受理 

⚫ 裁判所は、行政訴状を受領した後に審査を行い、受理の条件を満たしていると認める場合、7 日

以内に事件を受理し、原告に通知する。 
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⚫ 裁判所は、受理の条件を満たしていないと認めた場合、7 日以内に事件を受理しないことを裁定

する。実務上、裁判所が取り扱う事件数が多い場合には、1 ヶ月後に受理されるような場合もあ

る。 

被告の答弁  

⚫ 被告は、訴状の副本の受領日から 10 日以内に答弁書を提出することができる。裁判所は、被告

の答弁書を受取った日から 5 日以内に原告に転送する。 

⚫ 被告が答弁書を提出しなくても、事件の審理には影響を及ぼさないため、実務においては、答弁

書が提出されない事例も多くある。 

開廷審理  

⚫ 法律規定により、裁判所は、事件を受理した後、6ヶ月以内14に結審する。また、裁判所が開廷の

3 日前に開廷の時間、場所などを召喚状にて当事者に通知する。開廷時、代理人は、開廷審理に

出頭して対応できるが、主に法廷調査、法廷弁論などを行う。 

傍聴  

⚫ 中国では公開審理を原則としているため、第三者であっても、審理を傍聴することができる。 

⚫ 外国人が傍聴する場合、事前に北京市高級人民法院へ傍聴手続きを申請する必要がある。なお、

傍聴に係る手続きのため、F ビザの提示が必要となる。Ｆビザとは、中国企業の要請による中国

への訪問、交流、講演、ビジネスなどをするためのビザである。 

書面代理意見の提出 

⚫ 開廷審理後、代理人は書面にて代理意見を作成し、裁判所に提出する。この代理意見は通常、開

廷後 1 週間以内に書面にて提出される（書面代理意見）。書面代理意見を提出することにより、

自身が主張したい内容をまとめて裁判所へ陳述することができる。 

一審判決の言渡し 

⚫ 第一審裁判所は、通常、開廷審理から 3ヶ月以内に判決を言渡さなければならない。特別の状況

がある場合には、上級裁判所の認可を得て、審理期間を延長することができる。 

  

 
14 行政訴訟法の 2015 年改正により、、一審の審理期間は 3 ヵ月から 6 ヵ月に調整された。 
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上訴の提起 

⚫ 当事者は、判決書の受領日から 15 日以内に上訴を提起することができる。上訴状については、

一審裁判所を通じて上訴裁判所に提出する。なお、中国国内に住所を有しない外国当事者は、30

日以内に上訴を提起すればよい。 

⚫ 2019年 1月 1日より、技術性の高い知財事件の二審については、最高人民法院に設置された知的

財産法廷が管轄することとなった。具体的には、発明特許、実用新案、意匠、植物新品種、集積

回路の回路配置などに関する行政訴訟の二審が、最高人民法院の知的財産法廷の管轄となってい

る。 

上訴判決の言渡し 

⚫ 二審の審理の流れは、基本的に一審と同じであるが、二審裁判所は、原判決の認定事実が明確で、

適用法律が正確であると認めた場合、上訴を却下し、原判決を維持する。反対に、原判決の認定

事実は明確であるが、適用法律が間違っていると認めた場合、原判決を破棄し、自判する。原判

決の認定事実が明確ではなく、証拠が不十分で、又は法定手続きに違反しているため、事件の判

断に影響を与えた場合、原審裁判所に差し戻すことができ、事実を判断した上で、原審裁判所が

改めて判決を言渡すこともできる。 

⚫ 裁判所が、原告又は上訴人の主張を認めた場合、国家知識産権局専利局復審と無効審理部は、改

めて新たな審決を下す。 

再審 

⚫ 中国の裁判は、二審制であるため、二審判決が最終的な判決となる。当事者は、法的効力の生じ

た判決及び裁定に明確な誤りがあると認める場合、6 ヶ月以内に最高人民法院に再審を請求する

ことができる。ただし、判決及び裁定は、その執行を停止しない。 
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被告の答弁書を原告に送達 
 

開廷審理 

被告が答弁書を提出しなく

ても、案件の審理に影響なし 
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不受理 

受理しない場合、
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訴訟の撤回 審理 訴訟を棄却 
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５日以内 

訴訟の撤回は判決を言い渡す前に可能である

が、許可するか否かは裁判所の判断次第 

訴状謄本の受領日から 15日以内 

 

答弁書の受領日から 5日以内 

 

開廷審理の 3日前に、召換状を発

行し、当事者双方に通知する 
忌避申請が可能 

 

審決の受領日から 3ヶ月以内 

受理

 

行政訴訟フローチャート 
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8.専利権評価報告（実用新案と意匠） 

中国では、実用新案と意匠は、何れも方式審査のみであり、権利の安定性が保証されていない。2000

年の第2次「専利法」改正時に「実用新案専利権検索報告制度」が導入され、その後、2008年の第3次「専

利法」改正では、同検索報告制度の内容を若干改正すると同時に、「専利権検索報告」の名称を「専利権

評価報告」に変更した。 

2020年10月17日に採択され、2021年6月1日に施行される予定の第4次改正｢専利法｣第66条には、「特許

権者、利害関係者又は被疑侵害者は、専利権評価報告を自発的に提出することもできる」と規定されて

いる。 

国家知識産権局に専利権評価報告の発行を請求できる時期 

⚫ 実用新案権又は意匠権付与決定が公告された後に請求が可能 

⚫ 意匠については、出願日（優先権主張の場合、優先日を指す）が 2010 年 2 月 1 日以降のものし

か、専利権評価報告を請求することができない。 

専利権評価報告の作成を請求する主体15 

⚫ 専利権者又は利害関係者は、国家知識産権局に専利権評価報告の作成を請求することができる。 

⚫ 利害関係者とは、「専利法」第 60条の規定に基づき、専利権侵害紛争について、裁判所に訴訟を

提起し、又は専利業務管理部門に取締りを請求する権利を有する者をいう。たとえば、独占実施

許諾契約の被許諾者、専利権者に権利行使の権利を付与された通常実施許諾契約の被許諾者など

が挙げられる。当該規定は、被疑侵害者が「専利法」に規定されている「利害関係者」に該当し

ないことを意味する。 

⚫ 評価報告書が作成された後においては、誰でもその内容を閲覧、コピーすることができる。 

  

 
15 2020 年に改正された「専利法」第 66 条では「専利権者、利害関係者又は被疑侵害者は、専利権評価報告を自発的に提出す

ることもできる」と規定された。また、2020 年 11 月末に公布された「専利法実施細則」（意見募集稿）第 56 条では「如何

なる機構又は個人は国家知識産権局に専利権評価報告の作成を請求することができる」と規定されている。2021 年 2月現

在、最終的に採択される条文は明らかになっていないため、今後の動向に注目する必要がある。 
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専利権評価報告に係る内容及び作成方式 

⚫ 2008年に改正された「専利法」において、以前の実用新案のみに係る検索報告は、実用新案と意

匠の両方に係る専利権評価報告に改正された。当該改正では、報告の名称を変更しただけではな

く、報告に係る専利権の類型も拡大され、かつ同報告に係る内容が追加された。現行の「専利法」

では、国家知識産権局は検索・分析と評価を行った上で、専利権評価報告を作成しなくてはなら

ないと規定されている。 

⚫ 「専利法」及び「専利審査基準 2010」の規定によれば、専利権評価報告は、引例と本件特許との

関連度を示す部分と、本件専利が「専利法」及びその「実施細則」に規定する登録要件を満たし

ているか否かに関する説明部分とを含んでいる。実用新案権の評価報告において、その表には公

知文献調査の分野、データベース及び使用した基本的な検索要素と表現形態（キーワードなど）、

調査で見つかった公知文献及び公知文献と出願主題との関連度などが明確に記載されている。ま

た、説明部分には専利権評価の結論が記載されている。「専利法」及びその「実施細則」に規定さ

れている登録要件を満たしていない実用新案については、具体的な評価説明が記載され、結論が

明示されるとともに、必要に応じて公知文献が引用されている。たとえば、新規性及び又は進歩

性を有さないクレームについて、審査官は、逐一に評価すべきであり、多数項従属クレームにつ

いては、異なるクレームに従属する場合の組合せ考案についてそれぞれ評価し、選択肢を含むク

レームについては、各選択肢による考案についてそれぞれ評価しなくてはならない。 

専利権評価報告の性質と役割 

⚫ 2008 年に改正された「専利法」において、専利権評価報告について、「専利権侵害紛争を審理・

処理する際の証拠となる」旨が明確に規定された。専利権評価報告には、以下のような 3つの役

割がある。 

① 報告により、専利権者が自己の実用新案・意匠権の有効性について初歩的な判断ができ、専

利権の法的安定性について正確に認識できるため、侵害訴訟を提起すべきかどうかをより確

実に把握できる点。 

② 権利侵害訴訟の裁判において、専門技術に関する知識の観点から作成された実用新案権評価

報告は、裁判所が審理の参考にすることができる点。 

③ 被疑侵害者が答弁期間内に専利権の無効審判請求をした場合、裁判所又は専利業務管理部門

が侵害紛争の審理又は調査を停止すべきか否かを判断するための根拠となる点。 
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⚫ 関係機関が若干の手続きにおいて、専利権評価報告を要求することもある。例えば、知的財産権

を税関登録する際に、税関に専利権評価報告を提出しなければならない。 

9.権利出願戦略 

発明特許出願は実体審査を経なければならないので、出願から権利化までには少なくとも 2 年近くの

時間がかかる。これは、早期の商品化を目指す企業にとっては、頭の痛い問題になる。そのため、適切

な出願対策をとることは、企業にとって非常に重要なことである。 

 

中国では、実用新案出願は無審査なので、出願してから通常 5～12 ヶ月で権利化することができる。

そのため、発明特許の高い権利安定性と実用新案の迅速な権利化というメリットを組合わせれば、出願

人にとってより一層有利になる。したがって、権利の安定を確保するとともに権利化までの時間を短縮

するために、特実併願をすることが考えられる。かかる条文は以下のとおりである。 

 

・専利法第 9条第 1項： 

同一の発明創作には 1 つの専利権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明

創作について実用新案と発明特許を出願する場合、先に取得した実用新案権が消滅しておらず、か

つ出願人が当該実用新案権を放棄するという意思表明を行えば、発明特許権を付与することができ

る。 

・専利法実施細則第 41条第 4項、第 5項： 

専利出願が実体審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は出願人に

指定期間内にその実用新案権を放棄する旨の声明を提出するように通知しなければならない。出願

人が放棄する旨の声明を提出した場合、国務院専利行政部門は発明特許権を付与する決定をし、か

つ発明特許権を付与することを公告する際に、当該声明も公告しなければならない。出願人が放棄

に同意しない場合、国務院専利行政部門は当該発明特許出願を拒絶しなければならない。出願人が

期間を満了しても応答しなかった場合、当該発明特許出願は取り下げられたとみなす。実用新案権

は発明特許権を付与することを公告した日から終止する。 

 

現行の専利法においては、特実併願の条件及び審査フローが明文化されている。ここで、実用新案放

特実併願 
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棄の発効日については、「実用新案権は発明特許権を付与することを公告した日から終止する」とされて

いることから、実用新案権を放棄した場合であっても、当該実用新案が登録された日から発明特許権が

付与される日までの間の権利は残るわけである。したがって、特実併願を行い、発明特許権が付与され

る際に実用新案権を放棄する手段が考えられる。 

 

【参考】第 4次改正専利法における「特実併願」の扱い 

第 4次改正「専利法」及び 2020年 11月末に公布された「専利法実施細則」（意見募集稿）において

は、上記「専利法」第 9条第 1項及び「専利法実施細則」第 41 条第 4項、第 5項の規定についての改

正は見られなかった。 

一方で、2020年 12月 10日に意見募集が完了した国家知識産権局による「専利審査指南修正草案（第

二回意見募集稿）」の第五部分第七章 8.3[審査の延期]には、「同一出願人から、実用新案と特許の両方

が提出された場合、実用新案の権利化が先になされると、特許の審査が延期される」という規定が置か

れている。各種法規の改正等により、審査運用等に変化が生じる可能性もあり、今後の動向に注目する

必要がある。 

 

第 2節 商標権の取得 

1.保護対象 

 商標は、商品及び役務の出所を区別するための標識で、知的財産権（専利、商標、著作権等）の重要

な構成部分として、社会的·経済的活動の中で重要な役割を果たしている。 

「商標法」によれば、構成要素としては、文字商標、数字商標、図形商標、立体商標、音声商標、色

彩組合せ商標及び上述の要素からなる結合商標に分けられている。日本語仮名からなる商標は、中国に

おいて通常は図形商標とみなされる。 

 商標局の審査を経て登録された商標を「登録商標」といい、登録商標の種類としては、商品商標、役

務商標、団体商標及び証明商標が存在する。商標登録権者は、商標専用権を享有し、商標法に基づく保

護を受けることができる。 

 

2.登録要件 

商標出願の後、国家知識産権局商標局の審査を経て登録される商標は、顕著な特徴を有し、容易に識

別でき、かつ他人の先に取得した合法的権利と抵触してはならない。以下の標識は商標として登録する
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ことができない。 

 

① 単なる商品の通用名称、図形、記号にすぎないもの 

② 単なる商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにす

ぎないもの 

③ 顕著な特徴に欠けるもの 

 

また、商標は、他人の登録商標と同一又は類似する商標及び他人の先行権利と抵触してはならず、国

名、国旗、「赤十字」などと同一又は類似したもの、及び民族差別扱いの性格を帯びたもの、県クラス

以上の行政区画の地名又は公知の外国地名なども登録することができない。 

 

【参考】商標出願の主体について 

商標出願の主体は、自然人、法人又はその他の組織である。中国の自然人の場合、自身が営業許可証

を有した前提で、自分の名前で出願するということである。また、中国に恒常的居所又は営業所を有し

ていない外国人又は外国企業が中国で商標登録を出願する時、代理資格を有する代理組織（商標代理事

務所、弁護士事務所）に出願手続きを委任する必要がある。 
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3.商標出願から登録までのフローチャート 
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4.存続期間と権利の維持 

登録商標の有効期間は 10 年で、当該商標の登録日から起算する。 

登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期間満了前 12ヵ月以内に更新

登録の出願をすることができる。この期間に出願することができないときは、6ヵ月の延長期間が与え

られるが、延長期間を満了して出願しないときは、その登録商標は取消される。更新後の存続期間は、

登録時と同様に 10年である。 

 

5.補正通知書への対応 

中国において、商標出願は方式審査を行った際に、商標見本が不明瞭や商標にある文字が識別できな

い、或いは指定商品・役務の表記が認められないなどの場合には、補正通知書が下される。 

補正通知を受領した場合、出願人は当該補正通知の受領日から 30日以内に、補正応答書類を提出する

必要がある。なお、実務上、オンライン出願の場合、補正通知書の受領日の翌日から 45 日以内（15日間

の電子書類の送達時間を加算）に、補正応答書類を提出する必要がある。補正期間内に応答せず、又は

補正要求に基づき補正しなかった場合、本件出願は不受理となる。 

（1） 商標見本が不明瞭であるとの通知を受けた場合、明瞭な商標データを補足的に提出すればよい。 

（2） 商標にある文字が識別できないとの通知を受けた場合、補正応答書類で説明した上で、文字の

出所があれば、合わせて添付するのが好ましい。 

（3） 指定商品・役務の表記が認められないとの通知を受けた場合には、専門的かつ実務的な対応が

求められるため、中国の現地代理人に相談して、アドバイスを求めることを推奨する。 

 

6.拒絶への対応 

中国において、商標出願は方式審査を経た後、登録要件を満たしているか否かの実体審査が行われる。

登録要件を満たしている場合には、商標出願が予備的査定を受けて、公告公報に掲載される。登録要件

を満たしていない場合には、商標局はその出願を拒絶し、出願人に拒絶理由を記した書面（「拒絶通知」

という）で通知する。また、指定商品・役務の一部が登録要件を満たしていない場合、部分的拒絶通知

がなされる。 

拒絶通知の対応策としては、出願人は拒絶通知に納得することができず、権利化を望む場合には、拒

絶通知の受領日から 15日以内に、国家知識産権局商標局審判部に不服審判を請求することができる。な

お、実務上、オンライン出願の場合、拒絶通知書の受領日から 30日以内に、不服審判を請求することが
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できる。 

また、出願人が外国の法人又は自然人の場合、不服審判請求は、中国国内の商標代理機構に依頼して

行わなければならない。その際、審判請求の勝算や拒絶通知への対応について、予め中国現地の代理人

と相談し、コメントをもらってから審判の要否を決めたほうが得策だと思われる。 

拒絶通知がなされた商標出願について、出願人が権利化を望まない場合には、応答せずに放置してお

けばよい。 

出願商標の指定商品のうち、一部の指定商品・役務のみにかかる部分的拒絶通知について、出願人が

これらの指定商品・役務の権利化を望まない場合には、応答せずに放置しておいても、残りの指定商品・

役務における登録を受けることができる。指定商品・役務の削除手続きは必要がない。 

部分的拒絶査定を受け、不服審判請求をして、同時に拒絶されなかった部分における権利を早めに取

得したい場合には、不服審判請求期限までに、分割出願をすることができる。分割出願によって、初歩

査定された部分はもう 1 件の出願として新しい出願番号が付与され、公告される。それと並行して、原

出願の出願番号で、拒絶された部分について不服審判を請求して、審理される。分割出願の出願日は、

原出願の出願日となる。その場合、初歩査定された商品の早期登録が可能になる。ただし、分割出願に

よって、2件の出願となるため、商標権管理費用は 2件分になる。 

 

 

 

 拒絶不服審判に関連する主な流れは以下のとおり。2021年 2月現在、拒絶不服審判の審理には 9ヶ月

程度の期間を要している。不服審判の審決に不服がある場合、審決の受領日から 30日以内に北京市知的

財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。 

 

＜拒絶不服審判のフローチャート＞ 

  

拒絶不服審判の流れ 
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不服審判における主張内容については、案件の具体的な状況によってそれぞれ異なる。ここでは、主

な拒絶理由に対して取り得る対応をいくつかご紹介する。 

 中国では、地名を含む商標についての審査が厳しく運用されており、第 10 条 2項「県クラス以上の行

政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない」旨の規定に違反したという理由で拒

絶されるケースがよく見られる。出願商標が中国の県クラス以上の行政区画の地名と同

じではあるが、地名以外の意味もあり、かつその意味は地名としての意味よりインパク

トが大きいことを主張することができる。これに関連して、次の商標例がある。  

 

例  （朝陽）  

 

 「朝陽」は、中国遼寧省にある市を指す。一方、中国語において、「朝陽」は、「朝日」

という意味の固有名詞でもある。そのため、中国において、「朝陽」と言えば、「朝、東

から昇る紅い太陽」を思い浮かべるのが普通だと思われる旨を主張し、地名として登録

ができない旨の反対意見とすることが考えられる。  

 なお、商標に含まれる地名と他の顕著な特徴を持つ標識とは、相互に独立し、地名は

出願人の所在地を如実に表す役割だけを果たすものであり、地名を含むものであっても

登録が可能である旨を主張することも考えられる。  

「識別力欠如で、第 11条に違反した」という理由で拒絶された場合には、次のようなことを主張して

反論することが考えられる。 

① 指定商品を取り扱う業界において、通用の記号や規格でなく、一般に使用されていないことを強

調して、識別力が十分あると主張すること。 

識別力の欠如を理由とする拒絶への対応 

拒絶不服審判における主張 

地名を含む商標であることを理由とする拒絶への対応 
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② 出願商標自体は、識別力が弱いが、大量の使用及び宣伝を通して自他商品を区別でき、識別力を

有するように至ったことを主張する。 

③ 出願商標は、指定商品の特徴、品質などを直接に表示しているのではなく、暗示的に表している

だけであることを主張する。 

これに関連して、次の商標例がある。 

 

例： （指定商品：練り歯磨き、シャンプー） 

 

「田七」は、抗ウイルス作用、抗コレステロール作用、抗腫瘍作用があるとされるサンシチニンジン（漢

方薬）の中国語表記である。サンシチニンジンを配合した練り歯磨き、シャンプーとの関係において、

指定商品の原材料を直接表示しているともいえる。 

しかし、当該商標は普通の印刷フォントではなく、手書きの字体となっており、また、長期にわたる使

用と広範にわたる宣伝を通して、その出願人と唯一の対応関係が築き上げられたことから、登録が認め

られている。 

 

 「他人の先願・先登録商標と類似商品における類似商標に該当し、第 30 条や第 31 条に違反した」と

いう理由で拒絶された場合、両商標の外観、称呼、観念の相違と指定商品・役務の用途、販売場所、原

材料、消費者の相違を分析して非類似を主張して、誤認・混同を生じない旨主張することが考えられる。 

また、出願商標が他人の先願・先登録商標との関係で、一定以上の区別ができる状況であれば、その

出願人・権利者に連絡をとって、権利化に係る同意を得ることも考えられる。さらに、他人の先登録商

標が登録されて 3年満了している場合には、不使用取消審判請求を提出することも一つの選択肢である。

ただ、不使用取消審判の勝算は、その権利者が有効な使用証拠資料を提出できるかどうかによる。 

 

7.異議申立 

出願商標は、中国商標局の方式審査と実体審査を経て、登録要件を満たした場合は、予備的査定され、

公告公報に出願公告される。予備的査定された商標について、その公告の日から 3 ヵ月以内に、何人も

先行商標との抵触を理由とする拒絶への対応 



77 

国家知識産権局商標局審査部に異議を申し立てることができる。 

 

異議申立の要件 

異議申立

人の適格 

⚫ 商標法第十三条第二項と第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一

条、第三十二条の規定に基づき、先行権利者や利害関係者が異議を申し立てること

ができる。 

⚫ 商標法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に基づき、何

人も異議を申し立てることができる。 

異議申立

の対象 

⚫ 予備的査定され、公告された商標でなければならない。 

⚫ 未出願の商標、方式又は実体審査中の商標、登録済みの商標は、異議申立の対象に

ならない。 

異議申立

の期限 

⚫ 予備的査定公告日から 3ヵ月以内に提出しなければならない。 

⚫ 期日延長申請は不可能である。例えば、予備的査定公告日が 2020年 8月 27日であ

れば、2020 年 11月 27日までに異議申立を提出しなければならない。 

費用 
⚫ 異議申立人は、1 件の異議申立につき 500 人民元（約 8 千円）を商標局に納付しな

ければならない。 

提出が必要な書類 

⚫ 異議を申し立てる者（異議申立人）は、通常、下記の書類一式について、それぞれ正本と副本の

二部を用意しなければならない。正本は、審査官審査用のもので、副本は、被異議申立人に送付

されるものである。 

① 商標異議申立書（異議申立人と被異議申立人の名称・住所、被異議申立人の情報、公告公報

の発行号数、異議申立の事実と理由など明記する必要がある） 

② 異議申立に係る「商標公告」の写し 

③ 委任状（異議申立を商標代理機構に委託して行なう場合） 

④ 主体資格資料（外国個人であれば、パスポートの写しでよい。外国企業であれば、登記簿資

料や履歴事項証明書でよい。） 

⑤ 当該異議申立に関連する証拠資料 
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異議申立の理由 

⚫ 「商標法」第 10条の使用禁止規定： 

国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似のもの、誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯

びたもの、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの、県クラ

ス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名などは、商標とすることができない。  

⚫ 「商標法」第 11条による不登録事由： 

その商品の単なる通用名称、図形、型番にすぎないもの、単なる商品の品質、主要原

材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示するにすぎないもの、及

びその他の顕著な識別力に欠けるものは、商標として登録することができない。  

⚫ 「商標法」第 12条による不登録事由： 

立体標章を商標出願する場合、単にその商品自体の性質により生じた形状、技術的

効果を得るために不可欠な形状、又はその商品に本質的な価値を備えさせるための形

状である場合には、これを登録してはならない。  

⚫ 「商標法」第 30、31 条にいう先行権利との抵触： 

他人の同一又は類似の商品について、既に登録され又は出願された商標と同一又は

類似するときは、商標局は出願を拒絶する。  

⚫ 「商標法」第 13条にいう馳名商標の権益を侵害： 

同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名

商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同馳名商標と容易に混同を生じさ

せる場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。  

非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国ですでに登録されている他

人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同馳名

商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止

する。  

⚫ 「商標法」第 32条にいう他人の先行権利を侵害： 

本条にいう「先行権利」には、通常、著作権、商号権、氏名権、肖像権、意匠権など

が含まれ、これらを侵害するものの登録は認められない。  
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⚫ 「商標法」第 32条にいう悪意による先取り： 

他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならな

い。  

⚫ 「商標法」第 15条にいう代理人又は代表者の悪意出願： 

授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商

標について登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合に

は、その出願を拒絶し、かつその使用を禁止する。  

⚫ 「商標法」第 16条にいう商品の地理的表示による誤認や混同： 

地理的表示を含む商標は、その商品が同表示に示された地域によるものではなく公衆

を誤認させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。  

⚫ 「商標法」第 4条にいう使用を目的としない悪意出願： 

2019 年度改正により改正された規定。同改正により、使用を目的としない悪意による商標登録出願

が拒絶されるべきである旨が明らかにされた。 

 

 

異議申立人は、予備的査定公告された商標に対して商標局に異議申立を提出してから、方式審査を受

ける。また、被異議申立人には、答弁のチャンスが与えられる。 

「商標法」第 35条第 1項には、商標局は異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取

し、調査をして事実を明らかにした後、決定を下さなくてはならないと規定されている。 

決定によれば、異議申立の理由が成立したときは、被異議申立商標の登録は認められず、異議申立の

理由が成立しないときは、被異議申立商標の登録を認め、商標登録証を発行し、その旨を公告する。こ

の場合、登録商標の存続期間の起算日は、予備的査定公告日から 3ヵ月が満了した日とする。 

2021 年 2 月現在、中国商標異議申立の案件については、提出してから決定が下されるまで、1 年程度

の期間を要しているが、複雑な案件については、それ以上の期間がかかっている。 

 

 異議申立のフローチャート 

異議申立の流れ 
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 「商標法」第 35条第 2項の規定によれば、商標局が登録を許可すると決定した場合には、異議申立人

は不服があれば、本法第 44 条、第 45 条の規定に基づき、商標局に当該登録商標の無効宣告を請求する

ことができる。いわゆる、「無効審判請求」である。 

一方、「商標法」第 35 条第 3項の規定によれば、商標局が登録を拒絶すると決定した場合、被異議申立

人は不服があれば、通知を受領した日から 15日以内に、商標局に意義決定に対する不服審判（異議決定

不服審判）を請求することができる。 

 

 

商標局が、異議申立への審査を経て登録出願を拒絶すると決定した場合において、被異議申立人が当

該決定に対して不服があるときは、不服審判を請求することができる。方式審査を経て、商標局は、被

請求人に答弁のチャンスを与える。請求人は、被請求人の答弁に対して反駁の証拠を提出することがで

きる。その後、商標局は、請求人と被請求人が陳述した理由と提出された証拠を審理して、審決を下す。

通常、1年程度の審理期間を要するが、複雑な案件についてはそれ以上かかることもある。 

一方当事者が審決に不服がある場合、審決を受領した日から 30 日以内に、北京市知的財産裁判所に行

政訴訟を提起することができる。裁判所は、商標審判手続きの相手方当事者に対し、第三者として訴訟

に参加するよう通知する。 

 

 異議決定不服審判のフローチャート 

異議決定不服審判の請求人適格 

異議審判請求人は、異議申立の裁定に対して不服のある被異議申立人でなければならない。 

異議決定不服審判の流れ 

異議決定不服審判 
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8.無効審判、不使用取消請求及び不服審判請求 

（1）無効審判 

登録された商標が「商標法」第 44 条、第 45 条に合致している場合、その登録商標に国家知識産権局

商標局審判部に無効宣告審判を請求することができる。 

 

無効審判 

無効審判の請求対象は、登録商標でなければならない。 

無効審判の種類及び適用要件 

①「商標法」第 44 条第 1項による無効審判 

A.請求人の適格：何人でも請求できる。 

B.適用条件：「商標法」第 4 条（使用を目的としない悪意出願）、第 10 条（公的利益侵害）、第 11

条（識別力欠如）、第 12 条（立体標章の識別力欠如）、第 19 条第 4 項（商標代理機構の関連責

任）に違反、又は、欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合 

C.除斥期間：なし（いつでも請求できる） 

②「商標法」第 45 条第 1項による無効審判 

A.請求人の適格：先行権利者又は利害関係者 

B.適用条件：「商標法」第 13条（馳名商標への模倣）、第 15 条（代理人の悪意による出願）、第 16

条（商品の地理的表示による誤認や混同）、第 30 条及び第 31 条（先行出願・登録商標と同一又

は類似）、第 32条（先行権利への侵害、一定の影響力のある商標に対する悪意の出願） 

C.除斥期間：5年以内（悪意による登録商標について、馳名商標の所有者は 5年の期間制限を受け

ない） 

 

 

 

2021 年 2 月現在、商標無効審判案件については、請求から審決が下されるまで、通常、1 年程度の期

間を要するが、複雑な案件についてはそれ以上かかることもある。 

登録商標の維持又は取消決定に不服がある場合には、審決を受領した日から 30日以内に、北京市知的

財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。 

無効審判の流れ 
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 無効審判のフローチャート 

 

（2）不使用取消請求 

不使用取消請求 

概要 
登録商標が三年間継続して使用されない場合、何人も商標局に不使用取消請求を提出

できる。 

請求対象 三年不使用の登録商標 

請求人 何人でも可 

理 由 登録商標三年継続不使用 

「三年間」 

の算定 

商標局は被請求人に答弁通知書を送付するとき、不使用取消請求日から遡っての三年

間の使用証拠を提出するよう要求する。例えば、請求日が 2020 年 8 月 10 日であれ

ば、被請求人は 2017 年 8 月 10 日から 2020 年 8月 9 日までの間の有効な使用証拠を

提出しなければならない。 

使用証拠 

商標の使用とは、商品、商品の包装又は容器及び商品の取引に関する書類に商標を表

示することをいい、広告宣伝、展示及びその他の営業活動に表示することも含まれる。

これを証明できる資料は、使用証拠になる。通常は、以下のような書類を含む。 

① 商品、商品包装、容器、ラベル、カタログなど； 

② 商品販売の取引書類（販売契約、インボイス、領収書、通関書類などを含む） 

③ 新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの媒体で掲載された広告、広告会社と締結し

た契約、インボイス、領収書など 

④ 展示会、展覧会の写真、出展証明など 
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不使用取消請求の主な流れは、以下のフローチャートのとおり。2021 年 2月現在、不使用取消請求の

案件について、請求してから決定が下されるまで、9ヶ月程度の期間を要している。 

 

 不使用取消請求のフローチャート 

 

（3）不使用取消決定の不服審判請求 

商標局が下した登録商標取消しの決定について、当事者に不服があるときは、通知を受け取った日か

ら 15 日以内に不服審判を請求することができる。 

 

 

 

不使用取消決定の不服審判請求の主な流れは、以下のフローチャートのとおり。2021年 2月現在、不

使用取消決定の不服審判の案件について、請求してから審決が下されるまで、9 ヶ月程度の期間を要し

ているが、複雑な案件については、それ以上の期間を要することもある。 

当事者は審決に不服がある場合、審決を受領した日から 30日以内に、北京市知的財産裁判所に行政訴

訟を提起することができる。裁判所は、商標審判手続きの相手方当事者に対し第三者として訴訟に参加

するよう通知する。 

  

不使用取消決定の不服審判請求 

請求対象 不使用取消決定 

請求人 不使用取消審判の請求人又は被請求人 

不使用取消請求の流れ 

不使用取消決定の不服審判の流れ 
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 不使用取消決定の不服審判のフローチャート 

 

9.関連行政訴訟手続き 

専利にかかる行政訴訟手続きと同一であるため、前記第一章第 2 節の７の行政訴訟のフローチャート

及びその説明を参照ありたい。 

 

10.商標出願戦略 

中国では現在、商標の冒認出願問題が多発しており、外国企業の中国におけるビジネス進出、展開の

大きな支障になっている。自身の商標を他人に先取り出願された場合、その登録の阻止（異議申立）や、

登録された場合の取消しには、多大な時間、費用及び労力がかかる。そのため、「亡羊補牢（羊に逃げら

れてから檻の修繕する）」的な手遅れなやり方を回避するために、実務において、商標出願戦略を早めに

策定する必要がある。 

 

中国は、漢字文化の国なので、漢字が最も識別力のある文字である。中国では、日本語のカタカナや

平仮名は図形とみなされ、称呼されにくいのが現実である。また、英文も読めない中国人が多いので、

日本で使われている英語、日本語商標を出願すると同時に、中国の消費者にとって、最も覚えやすく読

みやすく、それに対応する中国語商標の出願が重要である。たとえば、「蘇菲（sofy）」、「妮飘（nepia）」

等の世界的に著名なブランドの多くは、中国市場のために中国語の商標を登録している。これらの中国

語商標は現在、中国の消費者に広く受け入れられ、中国におけるビジネスに重要な役割を果たしている。 

したがって、中国市場に進出を計画している日本企業は、語呂がよく、かつ商品のイメージにマッチ

する中国語商標を選定し、調査した上で、一日も早く出願することをお勧めする。 

戦略① 出願商標の選定 
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出願や権利維持に係るコスト等を考慮し、最低限の範囲のみを保護すればよいという場合には、実際

に使用している或いは使用する予定がある商品・役務を指定すればよい。 

一方、中国では依然として冒認出願の問題が深刻であるため、第三者による冒認登録を防ぐため、実

際の使用範囲よりも広く商品・役務を指定して、登録を得るという戦略を採ることも考えられる。現行

の商標法第 4 条に基づき、使用を目的としない悪意の出願は拒絶されることになるが、前記のような防

衛出願が禁止されているということではない。実務上、国内外の大手企業が、自身のブランドの保護を

目的に、全 45区分において商標登録出願をしたケースは少なくない。 

なお、前記のような防衛出願により登録となった商標について、登録後 3 年間使用がされない場合、

他人に不使用取消審判を請求されるおそれがある点には留意が必要である。不使用取消審判が請求され

るリスクを考え、場合によって、登録後 3 年の期間が満了する時点で、再出願することも考えられ得る

戦略である。 

中国では先願主義が採用されている。すなわち、二つ以上の同一又は類似の商標登録出願が競合した

場合、最先の出願だけが登録される。よって、出願費用及び時間の無駄を回避するために、出願する前

に、出願しようとする商標に対して先ず商標調査を行うことをお勧めする。 

通常、中国国家知識産権局商標局商標網サイト16を利用して調査する。なお、当該サイトは、中国語と

英語しかないので、より正確な調査結果と分析、意見を入手するため、専門的な商標代理機構に依頼し

て調査することが得策である。 

中国では、商標登録出願時に会社名及び住所の英文表記と中国語表記が必要となる。漢字の会社名の

場合はそのまま使用することができるが、当該漢字が、中国において悪い意味を有していないかを確認

する必要がある。特に、中国語漢字には、日本語漢字には存在しない漢字や、日本語漢字と形が同じで

も中国人からみると、意味やその漢字から受けるイメージが全く異なる場合もよくあるので、選定の際

 
16 http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do 

戦略④ 中国語社名の決定 

戦略② 指定商品・役務の選択 

戦略③ 出願前の商標調査 
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には細心の注意が必要である。 

また、会社名が漢字表記でない場合には、その会社名の発音又は意味から、対応する漢字表記の会社名

を選定する必要がある。 

現在、経済のグローバル化とマスコミ産業の発展につれて、国外のニュースや情報、有名なブランド

の状況などを、インターネットやテレビ、新聞、雑誌、展覧会などで容易に入手することができるよう

になっている。潜在力のある巨大な市場として世界中から熱い注目を集めている中国市場を確保するた

め、中国メディアでよく使われている中国語商標を一日でも早く出願したほうがよい。以下のような特

別な対策を講じることをお勧めする。 

✓ 新しいブランドの世界市場における発売前に、それに対応する中国語商標を選定・調査した上で、

予め出願しておく。 

✓ 新しいブランドを世界市場で発表したら、中国メディアが、それに対応する中国語の名称として如

何なる名称を使用しているかをウォッチングする。自社が選定した中国語商標と異なる中国語名

称が使用されていることが判明した場合、第三者による冒認出願等への防衛手段として、メディア

でよく使われている中国語名称についても商標出願するようにする。 

社内において、登録商標の使用方法等に関する「商標管理制度」を確立することは、非常に重要であ

る。例えば、使用許諾の意向があれば、関連会社又は生産委託会社と使用許諾契約を締結し、法に基づ

き、商標局に使用許諾を届け出ること等を社内でルール化することが考えられる。 

また、商標の使用形態、使用方式などにおいて、法に従って行うように注意しなければならない。将

来起こり得る商標の異議、登録商標の取消が申立てられる状況や、｢馳名商標｣の認定を請求する必要が

あることを想定し、必要な時に有効な証明資料を提出できるよう、日頃から、生産・経営活動における

商標の使用に関する資料の原本を適宜収集、保存しておくことをお勧めする。 

 

11.冒認商標出願への対応 

 近年、中国国家知識産権局において、冒認商標出願に対する対策が積極的に推し進められている。2019

戦略⑤ 早期の出願 

戦略⑥ 登録商標の使用における注意事項等 
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年法改正により、商標法第 4 条に使用を目的としない悪意の出願を拒絶する旨の規定が追加された。ま

た、当局の公表した情報によれば、前記改正法の施行以降、商標法第 4 条を適用して拒絶査定を下した

案件は少なくない。冒認商標出願を発見した場合、実務上、次の対策をとることが考えられる。 

 冒認出願商標が出願段階にある場合、中国の代理機構を経由して、中国国家知識産権局へ陳情書を提

出して、冒認出願商標の拒絶を請求できる。 

正式な法定制度ではないが、実務上、冒認商標の登録出願を発見した場合、中国国家知識産権局へ陳

情書を提出し、その出願を拒絶するよう請求ができる。特に、当該冒認出願人が大量の他人著名商標を

複製・模倣して出願した事実が確認できれば、陳情書の提出によって、国家知識産権局が「商標法」第

4 条を適用して、当該出願を拒絶する可能性がある。 

なお、第三者から陳情書の提出がない場合であっても、国家知識産権局が商標出願の実体審査を行う

際に、出願商標が商標法第 4 条に定められた状況に該当すると判断した場合には、自主的に拒絶査定を

下すことも考えられる。 

冒認出願商標が初歩査定公告された場合には、異議を申し立てることができる。異議申立に関する主

張内容等に関しては、本章「7.異議申立」を参照されたい。 

冒認出願商標が登録された場合には、無効審判を請求することができる。無効審判に関する主張内容

等に関しては、本章「8（1）無効審判」の内容を参照されたい。 

 上記①～③の対応策を採用する場合、権利者が立証責任を負うことになる。通常、大量の証拠資料を

提出する必要があり、十分な証拠資料を収集することが容易ではないこともある。証拠資料の収集が困

難な場合、冒認出願商標の出願人・権利者と連絡をとり、商標の取り下げ・取り消し・譲渡等について

対応策② 異議申立 

対応策① 陳情書の提出（情報提供） 

対応策③ 無効審判請求 

対応策④ 冒認出願者との譲渡交渉等 
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交渉することも一つの選択肢である。 

ただし、交渉する場合には、冒認出願商標の出願人・権利者から、高額の対価や無償の使用許諾等を

要求される可能性もあり、対応には十分な注意が必要となることから、可能な限り、現地の代理人等に

相談をすることをお勧めする。 

 

12.馳名商標と地方著名商標の認定 

 中国では周知商標に関して、「馳名商標」と「著名商標」の 2種類が存在している。国家知識産権局及

び裁判所により、その周知度が認定された商標は、「馳名商標」と称されている。中国で馳名商標に認定

されるということは、市場競争における有力な武器として、手厚い保護を受けられることが期待できる。

なお、中国商標法で規定しているのは馳名商標のみである。 

著名商標というのは、省の産業を発展させるために、省内周知性が認定されたものをいい、それぞれ

の省が独自の基準で判断するものである。地方で認定された著名商標はその地方のみにおいて有効であ

り、中国の商標法及び関係法律は著名商標について規定していない。 

 

馳名商標認定の法律根拠 

2001年12月：｢商標法｣第13条、第14条規定 

2003年6月：｢馳名商標認定及び保護に関する規定」 

2009年4月：｢馳名商標認定工作細則｣ 

2009年4月：｢馳名商標保護に関わる民事係争事件の審理で適用する法律の若干問題に関する解釈｣ 

2014年5月：｢商標法実施条例（修正版）｣第3条 

馳名商標の種類 

⚫ 「商標法」第13条：馳名商標は下記2種類に分けられる。 

① 未登録の馳名商標（他人が同一又は類似の商品について出願した商標が、当該馳名商標を複製、

模倣又は翻訳した場合）； 

② 登録済みの馳名商標（他人が非同一又は非類似の商品について出願した商標が、当該馳名商標

を複製、模倣又は翻訳した場合） 
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馳名商標の認定要件 

⚫ 「商標法」第14条： 

① 関連公衆の当該商標に対する認知度 

② 当該商標が継続して使用される期間 

③ 当該商標に関するいかなる宣伝活動の継続時期、程度及び地理的範囲 

④ 当該商標が馳名商標として保護を受けた記録 

⑤ 当該商標は馳名商標と判断すべきその他の要素 

馳名商標認定の意義 

⚫ 保護される範囲が非類似の商品・役務まで拡大する。すなわち、指定商品の範囲を超えた保護を

受けることができるようになる。 

⚫ 政府機関が商標審査又は侵害事件を処理する際に、より多くの配慮が受けられる。 

⚫ 馳名商標をもって企業名称、ドメインネームの複製・模倣行為に対抗することができる。 

⚫ 無効審判の請求期限が長くなり、5年という制限を受けない。 

⚫ ブランド価値を高め、市場競争力を強化することができる。 

 

 

 

馳名商標の認定は、行政認定手続と司法認定手続とに分かれる。概要は以下のとおり。 

馳名商標の認定機構と認定ルート 



90 

【参考】各地方における著名商標の認定作業の中止について 

2017 年 11月 1日、中国全国人民代表大会は、法制工作委員会において、従来、地方政府が実施して

きた著名商標の認定の中止を求めた。地方政府が行う著名商標の認定は、商標の価値を高め、保護を強

化するための手段の一つではあるものの、長い間、著名商標は本来の目的を離れ、一種の名誉として宣

伝活動において利用されていた。地方政府は実績を追求するため、著名商標認定に関し、人為的に定量

化指標を設定していた。商標の著名性は良好な市場信用に関わっており、企業が長期経営の中で蓄積し

てきたもので、消費者が認可したものである。政府は、行政手段を通じて著名商標を「育成」すること

を目指していたが、その実は、企業に不正競争行為を実施させる結果になっており、著名商標を保護す

る目的に反していた。 

2018 年 1月 26日、国務院法制事務処及び国家工商行政管理総局が「著名商標制度に関する地方政府

の規則と規範性文書の特別整理業務の展開に関する通知」（国法〔2018〕5 号）を下した。その後、各

地では、著名商標認定作業の中止が相次いだ。その後の 2019 年 1月、中国国家市場監督管理総局の張

茅局長は、記者会見において、それまでに認定された著名商標の政府行為を全部取り消すと発表した。

結果として、著名商標の認定作業は全て中止となり、これまでに認定されたものについても、著名商標

を謳っての使用が禁じられることとなった。 

 

第 3節 著作権の取得 

2020 年 11月 11日、全国人民代表大会常務委任会にて「著作法」第 3次改正が採択され、2021年 6月

1 日に施行することとなった。本稿は改正後の「著作法」に基づいて作成している。 

 

1. 保護対象 

著作権法にいう著作物には、文学、美術及び自然科学、社会科学、産業技術などの著作物が含まれる。 

「著作権法」による保護を受ける著作物の種類 

⚫ 文字著作物（例えば、小説、記事） 

⚫ 口述著作物（例えば、講演） 

⚫ 音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸著作物 

⚫ 美術、建築著作物 

⚫ 撮影著作物 

⚫ 視聴著作物 
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⚫ 工事設計図、製品設計図、地図、見取り図などの図形著作物及びモデル著作物 

⚫ コンピューターソフトウェア 

⚫ 著作物の特徴と合致するその他の知力成果 

「著作権法」による保護を受けられないもの 

⚫ 法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令及びその他の立法・行政・司法の性質を有する文書、

官庁文書の訳文 

⚫ 単純な事実情報 

⚫ 暦法、数表、汎用の表と公式 

 

（著作法には明確に規定されていないが、該当するものの例） 

⚫ 保護期間を超えた著作物（例えば、三国志） 

⚫ 技術方法（特許による保護） 

⚫ 事実及び事実に対する独創性のない整理資料など 

 

2. 成立要件 

著作物を構成するためには、「著作権法」に規定する著作物の種類に属し、創作中に創造的労働を投入

した独創性を有し、かつ複製できる条件を満たすべきである。 

著作権の成立について、中国では自動保護主義を実施している。つまり、著作権は、著作物が創造完

成された日から生じ、如何なる登録手続も必要としない。中国公民、法人又はその他の組織の著作物に

該当すれば、発表の要否を問わずにその著作権を享有し、外国人が最初に中国国内で出版した著作物も

「著作権法」によりその著作権を享有する。外国人が中国国外で出版した著作物の場合は、通常、居住

地国と中国との間で締結した協議、又は共に加盟している国際条約によりその著作権を享有する。 

 

3.著作者の権利 

 著作権には人格権と財産権が含まれる。それぞれの概要は以下のとおり。 

 

人格権 

公表権 著作物を公表するか否かを決定する権利 
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署名権 著作者の身分を表明し、著作物上に氏名を表示する権利 

改変権 著作物を改変する、又は他人に授権して著作物を改変させる権利 

著作物完全性 

保持権 

著作物が歪曲又は改纂されないよう保護する権利 

財産権 

複製権 印刷、コピー、拓本、録音、録画、ダビング、デュープ、デジタル化などの方式によ

り、著作物を 1部又は複数部を製作する権利 

発行権 販売又は贈与の方式により、公衆に対して著作物の原本又は複製品を提供する権利 

貸与権 有償にて他人に視聴著作物、コンピュータソフトウェアの原本或いはその複製本を一

時的に使用することを許諾する権利。貸出を主要目的としないコンピュータソフトウ

ェアは除く 

展示権 美術著作物、撮影著作物の原本又は複製品を公開陳列する権利 

実演権 著作物を公開実演し、並びに各種手段を用いて著作物の実演を公開的に放送する権利 

放映権 放映機材、スライド映写機などの技術設備により、美術、撮影、視聴著作物などを公

開的に再現する権利 

放送権 有線又は無線方式により著作物を公開的に伝達若しくは中継し、並びに拡声器又はそ

の他信号、音声、画像を伝送する類似手段を利用して、公衆に対して著作物を伝達、

放送する権利。ただし、本条第 12項における「情報ネットワーク伝播権」の権利を含

めない。 

情報ネット 

ワーク伝播権 

有線又は無線方式により公衆に対して著作物を提供し、公衆が自ら選定した時間と場

所にて著作物を入手できる権利 

撮影製作権 視聴著作物の製作方法により、著作物を媒体上に固定させる権利 

翻案権 著作物を改変し、独創性を有する新たな著作物を作り出す権利 

翻訳権 著作物をある言語文字から他の言語文字に変換する権利 

編集権 著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し、新たな著作物として編集する権利 
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著作権者が享有すべきその他の権利 

著作権法第 24 条に規定されているように、特定の目的等をもって著作物を使用する場合には、当該

使用を「著作権の合理的使用」とし、著作権者の許諾を要せず、また、著作権者に報酬を支払わなくて

もよいという、著作権の権利制限が存在する。 

このような合理的使用をする場合であっても、著作者の氏名及び著作物の名称を明示しなければなら

ず、かつ、当該著作物の正常の使用に影響を与えてはならず、また、著作権者が享有するその他の著作

権も侵害してはならない。著作権法上規定された合理的な使用の内容は以下のとおり。 

⚫ 個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人により既に公表された著作物を使用する場合。例え

ば、購入したＣＤを家庭内で聴く場合がこれに該当する。 

⚫ ある著作物を紹介、評論し、又はある問題を説明するために、著作物の中に他人により既に公表

された著作物を適切に引用する場合。論文に他人の著作物を引用する場合、引用部分が合理的な

範囲を超えないことが必要であり、また、引用した著作物の著作者と出所などを明記しなくては

ならない。 

⚫ 時事ニュースを報道するために、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ局などのメディアに

より既に公表された著作物を、やむを得ず再現又は引用する場合。 

⚫ 新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ局などのメディアが、他の新聞、定期刊行物、ラジオ

放送局、テレビ局などのメディアにより既に公表された政治、経済、宗教問題に関する時事資料

を掲載又は放送する場合。ただし、著作権者が掲載又は放送することに同意しない旨を表明した

場合はこの限りではない。 

⚫ 新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ放送局などのメディアが、公衆集会において公表され

た演説を掲載又は放送する場合。ただし、著作者が掲載又は放送することに同意しない旨を表明

した場合はこの限りではない。 

⚫ 学校の教室における授業又は科学研究のために、既に公表された著作物を翻訳、翻案権、編集権、

放送又は少量複製し、授業又は科学研究に係る者の使用に供する場合。ただし、それを出版又は

発行してはならない。 

⚫ 国家機関が公務執行のために、既に公表された著作物を合理的な範囲内で使用する場合。 

⚫ 図書館、公文書館、記念館、博物館、美術館、文化館などが陳列又はバージョンを保存するため

著作権の合理的使用について 
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に、該当館が収蔵した著作物を複製する場合。 

⚫ 既に公表された著作物を無償で実演する場合であって、当該実演につき、公衆から費用を徴収せ

ず、実演者にも報酬を支払わず、かつ利益の獲得を目的としないとき。 

⚫ 公共場所に設置又は陳列されている美術作品に対し、模写、描画、撮影又は録画する場合。 

⚫ 中国公民、法人又は非法人により既に公表された国家通用言語文字で創作した作品を、少数民族

の言語文字に翻訳して国内で出版及び発行する場合。 

⚫ 視覚障碍者に感知できるバリアフリー方式で発表された作品を提供する場合。 

⚫ 法律、行政規定が規定したその他の情状に該当する場合。 

著作権はその使用許諾又は譲渡が可能であり、かつ抵当権を設定することもできる。著作権の使用許

諾は、著作権者が自身の有する著作権者としての身分を留保した上で、他人が一定の条件をもって著作

財産権を行使することに同意することである。著作権の使用許諾の種類は、以下のとおりである。 

 

著作権使用許諾の種類 

専用使用許諾 著作権の専用使用許諾は、許諾期間内において、著作権者自身も当該著作権を使用

できないことを意味する。専用使用権者は、著作権者を含む如何なる者に対して

も、同じ方式による著作物の使用を排除する権利を有する。 

排他的使用許諾

(独占的通常使

用許諾） 

著作権者は、被許諾者に著作物を許諾使用するのみであり、第三者に対して被許可

者と同じ方式で著作物の使用を許諾してはならない。ただし、著作権者自身の著作

物に対する使用は制限しない。 

通常使用許諾 被許諾使用者は使用許諾契約によりある時間と範囲内にある権利を行使するのみ

である。著作権者は自分が著作物を使用する以外に、自由に第三者に著作物の使用

を許諾することができる。 

 

上記の使用許諾の他に「法定使用許諾」という制度がある。特定の要件を満たす場合、著作権法の規

著作権の使用許諾について 

著作権の法定使用許諾について 
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定に基づき、使用者は著作権者の許諾なしに、関連条項に規定された方法により、既に公表された著作

物を使用することができる。ただし、著作権者に対して報酬を支払わなければならない。 

また、著作権の譲渡については、人格権を除いた財産権を譲渡することができる。著作権の財産権を

もって抵当とする場合、質入者と抵当権者は法により抵当登記手続を行わなければならない。 

なお、分割使用することができない共同著作物について、著作権は各共同著作者が共有し、協議に基

づいて共同で行使することできる。協議を経ても合意できず、正当な理由もない場合、いずれか一方は、

譲渡以外の権利行使を妨げてはならない。ただし、関連する利益については、すべての共同著作者に割

り当てなければならない。 

著作隣接権とは、著作物の伝達者が著作物を伝達する活動において、自身が著作物を伝達するために

創作した創造的労働成果に対して、法により享有する権利のことをいう。中国の「著作権法実施条例」

においては、「隣接する権益」という用語を使用し、具体的には出版者の権利、実演者の権利、録音録画

制作者の権利、ラジオ局・テレビ局放送組織の権利を指している。 

出版者、実演者、録音録画制作者、ラジオ局、テレビ局は、その権利を行使する場合、使用する著作

物及び原著作物の著作権を侵害してはならない。 

 

著作隣接権 

出版者権 出版者が自分の出版した図書と定期刊行物の版面レイアウトに対して専用権を

享有することをいう。当該権利の保護期間は 10年間とし、当該版面レイアウト

を使用した図書、定期刊行物が最初に公表されてから 10 年目の 12月 31日まで

になる。 

実演者権 実演者が法により自分の実演に対して享有する権利 

録音録画製作者権 製作者が自分の製作した録音製品、録画製品に対して享有する権利 

ラジオ・テレビ放

送組織者権 

ラジオ放送局とテレビ局が自分の放送したラジオ、テレビ番組に対して享有す

る権利 

 

  

著作隣接権について 
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 「著作権法」に別段の規定がある場合を除き、著作権は著作者に帰属する。著作権の帰属に関する主

な取り扱いは、以下のとおり。 

⚫ 著作物を創作した自然人が著作者となる。 

⚫ 共同著作物の著作権は共同著作者が共有する。 

⚫ 法人又はその他の組織が主管し、法人又はその他の組織の意思を代表して創作し、かつ法人又

はその他の組織が責任を負う著作物については、法人又はその他の組織を著作者とみなす（法

人作品）。 

⚫ 職務著作物の著作権は、従業員とその所属会社との間で帰属約定をすることができるものの、

約定していない場合、その著作権は著作者に帰属する（職務作品）。 

⚫ 委託著作権の帰属は、委託者及び受託者との間で契約により定めるものの、契約に明確な規定

がなく、又は契約を締結していない場合、著作権は受託者に帰属する（委託作品）。 

 

4.著作権の保護期間 

 

著作人格権 

⚫ 著作者の署名権、改変権、及び同一性保持権の保護期間は制限を受けられない。 

自然人著作物の公表権と著作財産権の保護期間 

⚫ 自然人著作物について、著作者の一生及び死後の 50 年間となり、著作者が死亡した後の 50年目

の 12月 31日までになる。 

⚫ 共同著作物について、最終に死亡した著作者の死後の 50年目の 12月 31日までになる。 

法人著作物及び著作権が法人に享有される職務著作物の保護期間 

⚫ 法人著作物又は職務著作物について、その公表権、著作財産権の保護期間は 50 年間となり、著

作物が最初に公表された後の 50年目の 12月 31日までになる。 

⚫ ただし、その創作後 50年間以内に公表されなかった場合は保護を受けない。 

  

著作権の帰属について 



97 

映画の著作物及び映画の製作に類似する方法により創作された著作物と撮影の著作物の保護期間 

⚫ 映画の著作物及び映画の製作に類似する方法により創作された著作物と撮影の著作物について、

その公表権、著作財産権の保護期間は 50年間となり、著作物が最初に公表されてから 50年目の

12 月 31日までになる。 

⚫ ただし、創作後の 50 年以内に公表されなかった場合は保護を受けない。 

 

5.著作物自由登録制度 

中国では、世界中のその他国の著作物に関する規定、及び「文化的及び美術的著作物の保護に関する

ベルヌ条約」の規定に基づき、自動保護原則を実行している。ただし、中国では「著作権法」による保

護制度の始まりが遅かったので、権利帰属の不明確などによる紛争が生じやすくなっている。著作権者

の適法な権益をより強く保障するために、著作物関連の自由意思による登録制度を実行し始め、1994 年

12 月 31 日、中国国家版権局は「自由意思による著作物登録試行弁法」を公布した。同法の前書きにお

いて、有効に著作権の帰属による紛争を解決し、著作権紛争に係る初歩的証拠を提供するために、自由

意思による著作物登録制度を実施してみることを記載している。登録された著作物は、権利者が著作権

を保有する初歩的証明として、各種紛争案件に活用され、重要な役割を果している。 

前述のとおり、著作権登録をしなくても著作権は自動的に発生する。しかし、紛争が生じた際に、過

去の特定の時点において自身の著作権が発生していたことを証拠をもって証明することは必ずしも容易

ではなく、そのような紛争におけるリスクを避けるため、予め著作権登録をし、初歩的な権利証明書を

得ておくことが重要であるといえる。 

また、商標冒認出願事件において、異議申立て又は無効審判の段階を提起する場合、もし、自分が著

作権を保有する証拠と著作権登録証書を提出すれば、これが先行する権利として認定され、冒認出願商

標を潰すことができる可能性があるという点でも、著作権登録のメリットが認められる。さらに、自身

で特別に創作したマークや図形、パッケージ等について著作権登録しておけば、将来、他人の登録商標

との抵触が生じた場合にも、自身が特別に創作した著作物であると抗弁ができる可能性もある。 

 

 

 

 中国において、著作権登録を管理する機関は国家版権局である。外国の申請者が中国において著作権

を登録する場合、中国の代理機構を経由して申請する必要がある。 

中国における著作権登録 
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著作権の登録手続を行う際には、代理機構のアカウントを通じて、国家版権登記機構のシステムに登

録し、著作権登録申請者の基本情報、著作物に関する情報を入力し、システムの案内に従い、関連資料

をアップロードした後、正式な著作権登録申請書を取得することができる。代理機構は、申請者が捺印

した申請書及びその他の必要資料を揃えた上で、登録機関の受理窓口で申請手続を行う。通常、申請日

から約 35稼働日内に登録証書を取得することができることになっているが、近年、申請件数が多くなっ

ているため、早期取扱費用を納付しない場合には、35稼動日内に取得できない可能性もある。 

 

 

 

 

6.コンピュータソフトウエア著作権登録制度 

中国において、コンピュータソフトウエア著作権は、一般著作権と同様に、自動保護原則を実行し、

登録制度も自由登録制度になっている。中国政府は、2001 年 12 月 20 日に中華人民共和国国務院令第

339 号コンピュータソフトウエア保護条例を公布し、その後、2013 年 3月 1 日より、改正条例が施行さ

版権局システムで 

アカウントを作成する 

版権局システムに申請情

報を記入する 

申請の受理 

受理通知書 

申請の審査 

登録証明書 

Web： 

www.copyright.com.cn 

外国企業の場合、代理人経

由でアカウントを作成し

て、申請作業を行う 

作品類別を選択して、申請者及

び作品情報を記入して、証明書

類をアップロードする 

版権局に提出 

資料が不合格の場合、補正命令の通知 

資料合格後、官費の納付 

受理通知書の受領 

証明書の作成 インターネットでの公示 

著作権登録フローチャート 
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れている。 

コンピュータソフトウエアの著作権登録手続は、その他の著作物の申請とほぼ同一であるものの、そ

の他の著作物の申請と比べて、審査がより厳しく、申請者の身分を確認するために、身分を証明できる

履歴事項証明書などの公証・認証書類の提出が必要である。 

コンピュータソフトウエアの著作権登録申請書を取得した後、申請者が捺印した申請書、コンピュー

タソフトウエアの鑑別資料を持って登録機関に申請する。コンピュータソフトウエアの鑑別資料には「通

用提出・保存」及び「例外提出・保存」の選択肢がある。企業は鑑別資料に機密情報を記入する場合、

「例外提出・保存」の方法で機密部分を黒斜線で覆うことができる。著作権登録機構の規定によれば、

コンピュータソフトウエア登録は無料であり、通常、申請日から約35稼働日内に登録証書を取得するこ

とができる。 

ここ数年間、コンピュータソフトウエアの著作権登録の申請件数は増えつつあるが、それはコンピュ

ータソフトウエアが一連のコードから構成されたソースコードを制限なしにコピーできるので、「コンピ

ュータソフトウエア著作権登録証書」を取得すれば、権利保有の初歩的証明となり、権利の帰属や侵害

訴訟関連紛争が生じた場合、有力な証拠として利用できるからである。もう一つは、コンピュータソフ

トウエア著作権の取引を行なうときも、「コンピュータソフトウエア著作権登録証書」があれば、取引が

一層順調に完成できる。そして、中国の各地方で科学技術成果の申請やハイテク企業に対する認証を行

うとき、自主的な知的財産権を保有する権利証明として不可欠な根拠となっている。 

現在、コンピュータソフトウエアの著作権登録を申請する申請者が多く、著作権登録機構の受理窓口

の前で長い時間待ち続けた上、受理番号を取得してはじめて手続ができるような状況になっているため、

往々にして早期取扱費用を納付しなければ、案件受理がされなかったり、又は 35稼働日内に登録証書を

取得できなくなる状況も生じている。 
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第 4節 その他権利の取得 

1.専利権以外の技術類権利の取得 

技術類権利について、専利出願の方法を取ることにより、保護を求めることができるほか、法律では

ノウハウ、集積回路配置図設計及び植物新品種の権利類型についてもその保護を受けられると定めてい

る。権利者は技術類型及び自己の特徴に基づき、適切な権利類型を選んで保護を求めることができる。 

 

版権局システムで

アカウントを作成

する 

Web： 

www.copyright.com.cn 

外国企業の場合、中国代理人より

代理人アカウントを作成して、申

請作業を行う。また、外国企業の

主体を証明できる履歴事項証明書

などの公証認証書類を提出しなけ

ればならない 

版権局システムに 

申請情報を記入する 

作品類別を選択して、申

請者及び作品情報を記入

して、証明書類をアップ

ロードする 

版権局に提出 

申請の受理 資料が不合格の場合、補正命令の通知 

官費は無料 

受理通知書 受理通知書の受領 

申請への実質審査 

登録証明書 

不合格の場合、補正命令の通知 

証明書の作成 インターネットでの公示 

コンピュータソフトウェア著作権の登録に係るフローチャート 
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1）ノウハウ 

広義に解釈すれば、ノウハウは一種の営業秘密に該当し、権利の登録ができないが、その保護を求め

る法的根拠は、「不正競争防止法」に基づいて、権利行使することができる。 

ノウハウの保護対象としては、技術関連の構造、原料、構成要素、調合法、材料、サンプル、様式な

どが挙げられる。 

ノウハウとして保護をする場合、保護期限の制限がなく、行政部門に対して官費の納付が必要ないな

どのメリットがあるのに対して、権利行使をする時、営業秘密の構成要件を満たす必要があり、証拠の

準備も重要である。実務においては、企業は重要な技術ノウハウとして保護をされる場合、よく公証人

の立会いで技術ノウハウを証拠保全するという方法を取っているが、ノウハウの構成要件、及びノウハ

ウに対する証拠保全については、本文の営業秘密の保護と先使用権の証拠保全の部分と基本的に同じで

あり、関連内容を参考いただきたい。 

 

2）集積回路配置図設計 

集積回路配置図とは、集積回路の中に少なくとも一つのソースエレメンツを有する二つ以上の素子と

一部若しくは全部の相互接続線の三次元配置、又は集積回路を製造するために用意した上述の三次元配

置を具有することを指す。中国では、「集積回路配置図設計保護条例」に基づき、配置図設計専有権は国

家知識産権局の登録を経て発生し、登録を経ていない配置図設計は、本条例の保護を受けることができ

ない。配置図設計の全部又はその中でいずれかの進歩性がある部分について、配置図設計者は、国家知

識産権局へ配置図設計の専有権を出願することができる。 

配置図設計の登録申請が初歩審査を経ても拒絶の理由が発見されない場合は、その登録を行い、登録

証明文書を発行し、かつ公告する。 

配置図設計専有権の保護期間は10年であり、配置図設計の登録出願日、又は世界の何処かで初めて商

業利用に投入した日から計算し、比較的早い期日に準ずるものとする。しかし、登録又は商業利用への

投入にかかわらず、配置図設計は創作完成日から15年以降、本条例の保護を受けなくなる。 

また、配置図設計の権利者の許諾を得ずに複製又は輸入、販売若しくはその他の方法により、保護さ

れている配置図設計、及び配置設計を含む集積回路又は当該集積回路を含む物品を提供した場合は、い

ずれも権利侵害に該当する。 
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3）植物新品種 

植物新品種とは、人工培養を経た野生植物、又は発見した野生植物に対する開発を加えた上、「植物新

品種保護条例」における保護要件を満たす植物品種のことを指す。育種を完成した企業・団体又は個人

は、品種類型に基づき、国務院農業部門又は林業部門の植物新品種保護弁公室に植物新品種権の登録を

出願し、権利が付与された後、権利者はその授権された品種に対する排他的独占権を享有することがで

きる。 

植物新品種の類型相異に基づき、農業部と林業局は、それぞれ「植物新品種保護条例」に照らして新

品種の権利登録の審査を行う。具体的な権利の保護対象については、農業部と林業局が公布した植物品

種保護目録に基づいて確定する。品種権の保護期限は、授権された日からツル植物、森林の木、果樹と

観賞用樹木が20年で、その他の植物は15年である。 

品種権者の許可なしに、商業目的で授権品種の繁殖材料を生産又は販売する場合、品種権者又は利害

関係者は、省級以上の人民政府農業、林業行政部門に各自の職権に基づいて処理するよう請求すること

ができ、直接に人民法院に訴訟を提起することができる。 

保護条例に違反する場

合、審判委員会は取消審

査を行える。 

外国人が創作した配置図設

計について、先ず中国国内で

商業利用に投入すること 

出願書、図面、ディスク及び

実物などの書類 

拒絶査定を不服とする

場合、審判委員会に不服

審判請求を提出できる。 
登録 拒絶 

拒絶不服審判裁定 取消手続 

OR 

出願 

初歩的審査 

集積回路配置図設計の出願、審査及び登録の流れ 
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権利審査部門 権利付与対象 

農業部 

糧食、綿、油糧種子、麻類、砂糖、野菜（メロンを含む）、煙草、桑の木、茶の木、

果樹（ドライフルーツを含まない）、観賞用植物（木本は除く）、草類、緑肥、草本

薬材、食用菌、藻類とゴムの木などの植物新品種 

林業局 
森林の木、竹、木質ツル、木本観賞用植物（木本花卉を含む）、果樹（ドライフルー

ツ部分）及び木本油糧種、飲料、調味料、木本薬材などの植物品種 

 

2.商標権以外の商業標章の権利取得 

 

 

 

出願 

形式審査 

初歩的審査 

実態審査 

登録 拒絶 

拒絶不服審判裁定 

植物新品種の出願フローチャート 

外国出願人は代理機構に出願依頼すること 

 

 

請求書、明細書、写真などの出願書類の確認 

 

 

1.植物品種の保護リスト範囲に入るか否か  

2.優先権と新規性の有無  

3.命名の適否など  

 

 

特異性 一致性 安定性 

 

 

拒絶査定を不服とする場合、審判委員会への再審判

請求が可能である。 

 

裁定取消を求める場合、法院へ行政訴訟の提起が可

能である。 
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「民法典」と「不正競争防止法」などの現行法律の規定によれば、商標権以外に企業名称（商号又は

略称）、ドメイン名、地理的表示も知的財産としてその保護を受けられ、一定の影響力を有する商品名称、

包装・装飾及び名人の氏名（筆名、芸名、訳名などを含む）についても、「不正競争防止法」に基づく保

護を受けることができる。ここ数年間、一部の商標関連案件において、有名映画・テレビ及びアニメー

ション作品におけるキャラクターが、商品化された権益として保護を求められつつある。 

企業名称（商号又は略称）、ドメイン名については、第8章第1節、第2節において詳細に紹介するため、

本章では「地理的表示」と「その他の商業標章」について簡単に紹介する。 

 

1）地理的表示 

いわゆる「地理的表示」とは、ある商品の出所がある地区であることを表示し、当該商品の特定品質、

信用又はその他の特徴が主に当該地区の自然要素、又は人文要素により決められる標章のことを指す。

中国において「地理的表示」は、「商標法」の規定に基づき、証明商標又は団体商標として保護されてお

り、登録を求める場合には、商標制度を所管する国家知識産権局商標局へ登録出願することになる。 

そして、権利化された「地理的表示」は、法律に基づき保護を受けることができる。商標法の第16条

では、「地理的表示を含む商標が、その商品が同表示に示された地域で生産されたものではなく、公衆を

誤認させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する」と規定している。つまり、他人が特定

の地域以外の商品について地理的表示と同一又は類似の標識を無断に使用した行為に対して、地理的表

示の登録商標権を保有する権利者は、権利行使をすることが可能である。 

外国の「地理的表示」については、通常の商標と同じように商標出願を通じて保護を図ることができ

るほか、地理的表示を含む商標として、証明商標又は団体商標として保護を求めることもできる。この

ような場合において、外国の出願人は、自国において、自身の名義で出願に係る地理的表示が法的に保

護されていることを証明するための証明書を提出しなければならない旨が、商標審査基準に規定されて

いる。そのため、中国で「地理的表示」の商標権利化を求める場合、原則、当該「地理的表示」が自国

で権利化されている必要がある。 

中国において、地理的表示と通常商標の本質は同一であると考えられており、いずれも自ら提供する

商品又は役務と、その他の市場主体が提供する商品又は役務を区分するための役割を果たしている。す

なわち、いずれも商品の出所を表示するための専用標章である。しかし、両者には以下のような相違点

がある。 

①両者が表示する出所が異なっている： 
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商標が表示することは、商標権者の提供する商品又は役務がある具体的な生産者から来ているこ

とを表示するのに対して、地理的表示が表示するのは、商品の出所などの具体的な地区であり、か

つある具体的な事業者ではない。 

②両者の構成要素が発揮する役割が異なっている： 

商標の構成要素が関連製品の産地、原料、機能又は用途を直接表示する場合、当該商標は顕著性

を持たないので登録できない。しかし、地理的表示は正に構成要素における地理名称又は符号によ

り、関連製品の地理的出所を直接説明することができる。 

③両者の権利主体が異なっている： 

商標の専用権を享有する主体は、単一の主体であって、単一の自然人、法人又はその他の組織を

含めるのに対して、地理的表示商標の権利者は、特定分野における全ての生産管理者に該当する。 

④譲渡の可否が異なっている： 

商標の権利者は関連要件を満たす状況下で、自己の享有する権利を譲渡することができるため、

その商標専用権者が自主的に他人にその商標使用を許諾するか否かを決めることができるに対して、

地理的表示の所有者は、直接その専用権を譲渡することができず、かつ地理的表示の所有者は、そ

の基準に達するその他の人がその地理的表示を正当に使用することを禁止することができない。 

 

2）その他の商業標章 

「不正競争防止法」の規定によれば、一定の影響力を具有する商品名称、包装・装飾も法的保護を受

けることができる。現実的にみれば、一部の未登録商標の商品名称は、それ自体が一定の特徴と顕著性

を具有し、さらに権利者の宣伝を経て一定の知名度を累積しているため、当該状況下で該当商品名称は

商業識別役務を有し、かつ法的保護を受けている。 

なお、一部の製品の包装・装飾は、仮に一定の特色を具有し、権利者の宣伝を経てすでに権利者との

対応関係を構築し、一定の影響力を有する場合は、同様に「不正競争防止法」により保護を受けること

ができる。 

ここ数年間、映画・テレビとアニメーション・ゲーム作品の中のキャラクターの名称は、一部の商標

紛争案件においても法的保護を受けている。このような権益は知的財産権学術において、「商品化された

権益」と看做されているものの、法律上には明文化された規定がないため、正式に知的財産権法律体系

に組み込まれていない。    

しかし、法曹実務と「商標法」に係る一部の司法解釈では、著作権の保護期限内にある作品について、
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仮に作品名称、作品の中のキャラクター名称が比較的高い知名度を有する場合は、それを商標として関

連商品に使用することにより、関連公衆に権利者から許可を得たり、又は権利者との特定関係があるか

のような誤認をもたらすおそれがある場合、当事者は前記を理由に先行権益侵害に該当すると主張する

ことができる。 

  


